
 

令和４年度 財務定期監査（監査対象：行財政局税務部） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容  措置状況 

〇指 摘 事 項 

(1) 契約に関する事務 

ア 特定調達契約における契約結果の公告を行

うべきもの 

下記の契約は、地方公共団体の物品等又は特

定役務の調達手続の特例を定める政令の規定

が適用される特定調達契約にあたるため、随意

契約の相手方を決定した日の翌日から起算し

て 72 日以内に同政令第 12 条及び神戸市契約

規則第27条の 12に定める公告を行うべきとこ

ろ、行っていなかった。 

 件 名 金 額 契約期間 

(ア) 路線価付設業務 

委託 
153,166,200 円 

R3.4.1 

～R6.3.31 

(イ) 固定資産税評価図 

異動更新業務 
81,158,000 円 

R3.4.1 

～R4.3.31 

(ウ) 登記事項等の機械

的取り込みに係る

課税システム改修 

35,760,120 円 

R3.4.1 

～R4.3.31 

（固定資産税課） 

 件 名 金 額 契約期間 

(エ) 軽自動車税関係 

手続きの電子化に

伴う軽自動車税 

ＪＮＫＳ対応に 

係るシステム改修 

業務委託 

34,000,000 円 

R4.2.25 

～R4.9.30 

(収納管理課) 

政令、規則に定める公告を行うべきである。 

 

 

 

契約結果の公告が行われていなかっ

た原因は、事務担当者や承認者、決裁者

の特定調達契約における契約結果の公

告手続き及びマニュアル等による事務

手続きの確認不足によるものである。

今回の事例を組織内で共有するととも

に、特定調達契約に該当する契約金額

と適用基準額について十分に注意し、

適正な事務手続きに努めるよう指導を

行った。 

さらに、担当者による点検、係長、課

長による決裁を徹底し、適正な事務手

続きを行うよう指導を継続する。 

 

 

措置済 

イ 契約約款を遵守するべきもの 

  委託契約、及びその他請負契約において、契

約の相手方から契約の履行に係る責任者（以下

「業務責任者」という。）の通知を受けていない

事例が、抽出した契約の中で多数あった。 

  （市民税課、法人税務課、固定資産税課、

収税課、収納管理課） 

神戸市では、神戸市契約規則や神戸市におけ

る実際の契約類型を踏まえ、適切な契約当事者

間等の具体的な権利義務関係を定めた契約約

委託契約、及びその他請負契約にお

いて、契約の相手方から業務責任者の

通知を受けていなかった原因は、事務

担当者や承認者、決裁者の契約約款の

内容及び業務責任者通知の提出につい

ての確認不足によるものである。今回

の事例を組織内で共有するとともに、

職員が契約約款の内容を遵守すること

はもちろん、契約の相手方にも契約約

款の遵守を指示するよう指導を行っ

措置済 



 

令和４年度 財務定期監査（監査対象：行財政局税務部） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容  措置状況 

款を使用して契約している。 

委託契約約款第 14 条、及び製造その他請負

契約約款第 19 条において、契約の相手方は神

戸市に対し業務責任者を選任し、その氏名、連

絡先その他の必要な事項を書面により通知し

なければならないとされている。委託契約、及

び製造その他請負契約の契約約款の解説及び

補足（令和 3 年 4 月 1 日改正）には、「適正な

仕事の履行と請負人の独立性を確保するため、

業務責任者を選任する。」と示されている。 

契約約款は契約内容を構成するものであり、

契約約款の規定は遵守するべきである。 

  また、契約の相手方にも、契約約款を遵守す

るよう指示するべきである。 

 

た。 

 さらに、担当者による点検、係長、課

長による決裁を徹底し、適正な事務手

続きを行うよう指導を継続する。 

ウ 契約決裁に契約保証金の納付を免除する理

由を記載するべきもの 

  委託契約において、委託契約約款第 3 条に基

づく契約保証金が免除されている事例があっ

た。契約決裁に免除する旨が記載されず、また、

その判断の根拠資料も保存されていなかった。 

    （法人税務課、固定資産税課、収納管理課） 

神戸市契約規則第 25 条は、契約金額が 1,000

万円未満の契約をするときや、落札者が契約を

履行しないこととなるおそれがないときなど、

契約保証金を免除できる場合を限定列挙して

いる。また、委託契約に関する解説及び記載例

（令和 3年 4月 1 日～）の委託契約書頭書記載

例は、「契約保証金を免除する場合は『免除』、

履行保証保険契約の証書が提出された場合は

『履行保証保険』のように記載する（免除理由

の付記は不要）。また、契約決裁においてその旨

記載し、その判断の根拠資料を文書で保存する

こと。」と解説している。 

契約の相手方が契約を履行しないこととな

るおそれがないと判断され、契約保証金の納付

を免除する理由があるのであれば、契約決裁に

免除する理由と根拠規定を記載し、その判断の

 委託契約において、契約保証金の免

除を行っているにも関わらず、契約決

裁にその旨を記載、また根拠資料の添

付ができていなかった原因は、事務担

当者や承認者、決裁者の契約保証金に

ついての理解不足及び、マニュアル等

による事務手続きの確認不足によるも

のである。今回の事例を組織内で共有

するとともに、契約において契約保証

金を免除する場合には、必要な事項を

決裁に記載するとともに根拠資料があ

る場合は併せて添付するよう指導を行

った。 

 さらに、担当者による点検、係長、課

長による決裁を徹底し、適正な事務手

続きを行うよう指導を継続する。 

措置済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容  措置状況 

根拠資料がある場合は当該資料を保存するべ

きである。 

 

エ 前金払をした契約において納品検査を適正

に行うべきもの 

開錠不能金庫の合鍵作成等の専決契約にお

いて、前金払で支払をしなければ契約しがたい

買入れとして前金払していたが、納品完了後、

納品検査を行っていなかった。   （収税課） 

納品検査については、契約の履行の確保とし

て、地方自治法第 234 の 2 第 1号で「工事若し

くは製造その他についての請負契約又は物件

の買入れその他の契約を締結した場合」におい

ては、「契約の適正な履行を確保するため又は

その受ける給付の完了を確認」するため必要な

検査をしなければならないとされ、検査の方法

が地方自治法施行令第 167 条の 15 に規定され

ている。 

また、神戸市契約事務手続規程第 30条で「検

査員は、完成検査を行った結果、合格と認めた

ときは、速やかに、前条の規定により提出させ

た履行届に検査合格年月日その他の必要事項

を記載し、並びに検査員及び立会人が記名押印

した検査合格報告書を作成するものとし、並び

に主管課長は、作成された書類を主管課におい

て保存するものとする。」としている。 

前金払をした場合においても、納品完了後、

徴取した納品書（履行届）に基づき、納品検査

を行うべきである。 

 

 前金払で支払いを行っていた本契約

において、納品完了後の納品検査が行

えていなかった原因は、事務担当者や

検査員の前金払いの際の納品検査につ

いての認識不足によるものである。 

 本契約における納品物（合鍵等）の納

品確認を再度行い、適正に納品されて

いることを確認した。 

 さらに、検査員、立会人による点検を

徹底し、神戸市契約事務手続規程に沿

った適正な事務手続きを行うよう指導

を継続する。 

措置済 

(2) 財産管理に関する事務 

ア 常時保管現金（つり銭資金）を適正に管理す

るべきもの 

新長田合同庁舎市税の窓口では、市税に関す

る証明書の発行・閲覧手数料、及び市税の徴収

用のつり銭資金の交付を受け、交付額の半分を

つり銭として使用し、残りの現金は予備の資金

  

新長田合同庁舎 2 階市税の窓口で使

用しているつり銭資金のうち、予備の

資金について、日々の始業時・終業時の

確認ができていなかった。また、予備の

資金を保管する金庫については、勤務

時間中、金庫の鍵が施錠されていない

 

措置済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容  措置状況 

として金庫内に保管していたが、うち予備の資

金について、日々の始業時、終業時の確認を行

っていなかった。 

また、勤務時間中、予備の資金を保管してい

る金庫の鍵は施錠されていなかった。 

（市民税課） 

保管現金については、現金取扱事務の手引

（公金編）で「毎朝保管現金に異常がないか確

認するとともに、随時、保管金品を点検してく

ださい。」等の注意事項が定められており、現金

等管理マニュアルにおいても、現金取扱時のチ

ェックとして「つり銭資金、交際費 、還付のた

めの準備金等、常時必要となる事務経費として

交付を受けた前渡金（常時保管現金）について

は、毎日、原則として始業時・終業時に、複数

の職員による残高検算を行うこと。」とされて

いる。 

金庫の管理については、現金取扱事務の手引

（公金編）で、必要な時以外はダイヤルとロッ

クの二重施錠をすること、鍵の管理は課長、係

長等が行うなど責任者及び取扱者を特定し、勤

務時間外は鍵を持ち帰るなど厳重に管理する

ことが定められている。現金等管理マニュアル

においても、「現金等の管理においては、勤務時

間内外を問わず1人で預金通帳から現金を引き

出したり、保管現金や郵便切手類等を取り出す

ことができないしくみが必要です。」と記載さ

れている。 

事故の発生防止のため、つり銭の予備の資金

についても毎日点検を行うとともに、金庫は勤

務時間内外を問わず施錠のうえ、適正に管理す

るべきである。 

 

状態であった。 

 現在は予備の資金についても毎日確

認し、確認結果を「つり銭資金確認表」

に記録するようにしている。また、金庫

については勤務時間中も常に施錠し、

必要な時に職員が複数で開閉すること

を徹底している。 

イ 郵便切手類を適正に管理するべきもの 

自家用車で新長田合同庁舎市税の窓口に来

庁された方に交付する無料駐車券について、神

戸市物品会計規則で定める物品管理簿（消耗品

管理簿）にて、使用日ごとの交付枚数、残高を

 新長田合同庁舎 2 階の市税の窓口に

おいて交付している駐車券について、

交付、記録が不明な状況であったほか、

所属長による毎年度３回以上の残高確

認、直近上位の上司による年１回のチ

措置済 
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記録していたが、担当者の押印がなく誰が交

付、記録したか不明な状況であった。また、令

和 3年 9月 27日から実査当日の令和 4年 12 月

2 日まで、物品管理者決裁の押印がなく、物品

管理簿と現物の残数の確認を受けていなかっ

た。加えて、所属長による毎年度 3回以上の残

高確認、及び直近上位の上司による年 1回のチ

ェックを受けていなかった。なお、自主監査に

おいては当該項目が対象から漏れていた。 

（市民税課） 

  現金等管理マニュアル 3．現金取扱時のチェ

ックでは、「郵便切手類は、物品会計規則第 8条

に基づき、受領又は交付の都度、物品管理者（所

属長）が物品管理員（係長級又は担当職員）に

指示して物品管理簿に記載させなければなら

ないことになっているので、適正に処理するこ

と。」とされている。また、同マニュアル 4．保

管現金・郵便切手類の定期的なチェックでは、

定期的な点検のルール化を求めており、所属長

は少なくとも毎年度 3 回、保管現金の残額・預

金通帳の残高を確認し、不適切な収入・支出が

ないかどうか自らチェックすること、また、郵

便切手類の残数と郵便切手類管理簿上の残数

が一致しているかどうかを実際に数えてチェ

ックすること、及び所属長の直近上位の上司

が、少なくとも年 1回、自主監査実施時に合わ

せて、自ら保管現金・郵便切手類等についての

上記チェックを行い、仕組みどおり適正に処理

されているか検証することとされている。 

事故の未然防止のため、受領又は交付の都度

の確認を行うとともに、定期的なチェックを適

正に行うべきである。また、自主監査を行う際

には、所管する事務全体を把握のうえ、漏れな

く実施するべきである。 

 

ェックを受けていない状況にあった。

また、自主監査項目からも漏れていた。 

 現在は使用日毎に交付・記録した担

当者が押印し、物品管理者による管理

等と現物の残数の確認を受けるととも

に、所属長による毎年度３回以上の残

高確認、及び直近上位の上司による年

１回のチェックを実施している。また、

自主監査を行う際には、所管する事務

全体を把握のうえ、漏れなく実施する。 
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(3) その他の事務 

ア 事務移管に伴う文書の移管を適正に行うべ

きもの 

ふるさと納税に関する事務は、令和3年度に、

行財政局税務部税制企画課から企画調整局つ

なぐラボ（現参画推進課）に移管されているが、

文書管理・電子決裁システムにおいて、令和 3

年度の文書の一部が税制企画課の簿冊に保存

されたままとなっていた。   （税制企画課） 

同システムによる公文書の事務処理につい

ては、毎年度、行財政局担当課長（総務・文書

改革担当）より発出される「年度当初における

公文書事務について（通知）」の中で、業務が移

管された場合の対応等について記載されてい

る。 

文書移管しなければ、移管先の部署で当該文

書を閲覧することができないため、速やかに移

管するべきである。 

 

  

令和 3 年度にふるさと納税に関する

事務が企画調整局つなぐラボに移管さ

れる際に文書の移管を行ったが、出納

整理期間中の支出事務等にかかる一部

の文書について移管を失念していたこ

とが原因である。 

 対象文書については、速やかに移管

を完了した。 

 また、今後事務移管が生じる場合に

は、文書管理・電子決裁システムにおい

て移管すべき文書の漏れがないよう、

全文書検索の実施を徹底することを所

属内で周知した。 

 

措置済 
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○ 指 摘 事 項 

(1) 支出に関する事務 

ア 適正な時期に施行決議をするべきもの 

令和 3年 11月 11 日に地域の分別資源化に関

する活動団体の集会を開催するため、令和 2年

11 月 2 日に会場施設の利用予約をしていたが、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響

により令和 3年 7月 1日に当該行事の中止を決

議し、あわせて会場の利用中止申出書の提出と

キャンセル料 26,300 円の支出にかかる決議を

受けて、7月 14 日にキャンセル料を支出した。 

ところが、利用予約した時点では、当該行事

開催にかかる施行決議が行われておらず、令和

3 年度に入ってからも行事開催の施行決議も会

場利用経費の支出負担行為も行われていなか

った。             （業務課） 

地方自治法第 232 条の 3は「普通地方公共団

体の支出の原因となるべき契約その他の行為

（これを支出負担行為という。）は、法令又は予

算の定めるところに従い、これをしなければな

らない。」と定め、財務会計事務の手引き〔改訂

第 13版〕は、「支出事務は、施行決議（予算の

使用決定）に始まり、支出負担行為、支出決議、

支出命令の審査及び支払といった一連の行為

によって完結する」と説明している。 

所属によると、会場の利用予約の際は口頭で

の決裁のみで予約に必要な書類を提出してい

たとのことである。また、令和 3年度に入って

からも、今回の申込みによる使用料、また、キ

ャンセル料がいくらになるのかについては、明

確にしておらず、適正に施行決議及び会場利用

経費の支出負担行為（予算の使用決定）がなさ

れていたとは言えない。 

適正な時期に施行決議をするべきである。 

 

 

施設予約も支出負担行為であり、適

正な時期に施行決議を行う必要があ

ることについて令和 5 年 2 月 9 日に

担当者に周知徹底を図った。さらに令

和 5 年 3 月 20 日に所属内職員全員に

対しメールで指摘内容及び対応につ

いて共有し、同様の手続き漏れが発生

しないよう周知徹底した。 

 
 

措置済 

イ 遅滞なく支出するべきもの 

下記のとおり支出が遅延していた下記の事

例があった。 

 

 

 
 
 



 
令和４年度 財務定期監査（監査対象：環境局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

(ア) 前払金の支出が遅延した事例 

＜事例＞ 

 
（施設課） 

公共工事の前払金に関する事務処理要綱第 8

条第 4項では、「前払金の支払は、請求を受けた

日から起算して 14 日以内に行うものとする。

ただし、特別の事情がある場合は、支払期限を

延長することができる。」と規定されており、

さらに、工事請負契約約款第 32 条第 3 項にお

いては、「請求を受けた日から起算して 14 日以

内に前払金を支払わなければならない。ただ

し、特別の事情がある場合は、支払期限を延長

することができる。」とある。 

特別の事情がない限り、契約の相手方から請

求のあった日から 14 日以内に支出するべきで

ある。 

支出の事務処理の遅れが防げなか

ったのは、前払金の請求を受けたこと

を担当者しか把握できない体制であ

ったことが要因であることから、前払

金などを請求する場合は、課内共用メ

ールに送付するよう事業者に依頼し、

請求行為について課内の複数の職員

で情報共有し、支払い手続きの処理状

況をチェックできる体制を構築した。 

 
 

措置済 

(イ) 完成払分の支出が遅延した事例 

＜事例＞ 

 
（施設課苅藻島クリーンセンター） 

上記の①、③は契約事務手続規程第 13 条の

工事請負及び製造請負以外の請負契約（その他

請負契約）、②は物品売買（購入）契約であるが、

この場合、神戸市契約規則第 40 条第 3 項等の

規定により、契約の相手方から完成払分の請求

があった場合、その日から 30 日以内に支払わ

なければならないとされている。また、製造そ

の他請負契約約款第 7 条、及び物品売買契約約

款第7条においても適法な請求を受理した日か

ら 30日以内に支払うとされている。 

クリーンセンターでは、消耗品な

どの物品購入、施設の点検整備、補

修等の支払件数が多い。このような

中、支出の遅れが生じることがない

よう、令和５年２月６日に遅延内容

及び再発防止を文書で所属内に周

知、徹底するとともに、支払い遅延

が事業者の資金繰りに影響を与える

可能性があることについても認識を

共有した。 

また、請求書受理日および支出命

令書の送付日を入れた執行管理簿を

作成し、支払事務を管理することと

した。 

措置済 



 
令和４年度 財務定期監査（監査対象：環境局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

事業者の資金繰りの悪化に伴う経営への影

響を回避するために、契約の相手方から請求の

あった日から30日以内に支出するべきである。 

(ウ)契約保証金の返還が遅延した事例 

賃貸借期間が令和 3 年 3 月 31 日に満了した

自動販売機設置業者から納付され、市で保管し

ていた契約保証金 19,764 円について、賃料及

び賃貸借期間にかかる電気料金が 4 月 30 日に

すべて納付されたことを 5 月 17 日に確認した

うえ、当該契約保証金を返還するための請求書

様式を同設置業者あて送付した。しかし、請求

書が提出されないまま6か月以上が経過した結

果、契約保証金の返還が完了するまでに日数を

要した。 

 

 
 

 
（兵庫事業所） 

同設置業者からの請求書の提出が遅れてい

るのであれば、速やかに提出するよう依頼する

などして、遅滞なく返還するべきである。 

業者から請求書が提出されなかっ

たため、返還までに日数を要したもの

であることから、一定期間を経過して

も請求書の提出がない場合は、請求書

の提出について督促するように改善

することとし、同様の事例が生じない

よう令和５年３月７日に所属内で、こ

の対応の徹底を所属長発文書にて周

知した。 

 

 

措置済 

ウ 資金前渡（常時保管）を早期に行うべきもの 

公用車で外出した際に使用する有料駐車場

使用料として、毎月 4,000 円を資金前渡（常時

保管）して執行していた事業所において、4 月

分の前渡金の精算報告書を確認したところ、4

月 7日に使用した駐車料金 200円について資金

前渡が間に合わず職員が立て替えたうえ、4 月

9 日に受領した当月分の前渡金から立て替えた

駐車場使用料相当額を支出し、そのまま精算し

ていた事例があった。    （兵庫事業所） 

神戸市会計規則第 45条第 1項第 14号の規定

により、市長の指定する事務所又は事業所にお

いて常時必要とする1箇月以内の経費を資金前

年度替わりにあたって、事前に前渡

金の支出手続きを進めていなかった

ため生じたものである。 

令和５年度の前渡金については、令

和４年度中に前倒しして事務手続き

を進めたことにより、新年度当初に出

金し、立て替えが生じることがないよ

うにした。 

 

 
 

措置済 

 
返還金請求書様式の送付 R3. 5.17 

（再送付 R3.12. 8） 

請求書の日付      R3.12. 1 

（受理日 R3.12.17） 

支払日         R3.12.28 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

渡することができる。しかし、上記 4月 7日の

駐車場使用料 200 円については、前渡金整理簿

及び精算報告書で 4月 7日使用の旨を、前渡金

整理簿で 4月 9日支払の旨を、それぞれ記載し

ている。しかし、当該支払は資金前渡して支払

ったものとは言えない。 

「年度替わりに伴う会計事務の取扱いにつ

いて（通知）（令和 4 年 2 月 28 日会会第 1388

号）【8】年度をまたがる支出関係文書の取扱」

では、新年度の起案では業務に支障をきたすお

それがある場合の旧年度に新年度の支出書類

を作成する場合の取扱いが説明されており、そ

の（例 2）に 4 月 1 日付で支払う前渡金支出に

ついて、旧年度中に支出負担行為決議、支出決

議を取得する場合の取扱いが説明されている。 

年度替わりにおける資金前渡（常時保管）の

精算と補充については、翌年度 4月 1 日に出金

できるよう前年度より準備を進め、前渡金を保

管する空白期間が生じないよう努めるべきで

ある。 

エ 前渡金の精算事務を適正に行うべきもの 

安全運転管理者等講習の受講料にかかる前

渡金の精算事務において、用務終了日を、受講

料を支払った日ではなく受講日としており、ま

た、用務終了後 5 日以内に精算登録を行ってい

ない事例があった。 

＜事例＞ 安全運転管理者等講習（令和 4 年 3 月 23 日） 受講料 9,000 円（2 名分）  

・前渡金受領（振込）日      令和 4 年 3 月 8 日 

・受講料支払日（兵庫県収入証紙購入）   3 月 10 日（本来の用務終了日）  

・用務終了日（精算報告書の記載：受講日） 3 月 23 日 

・精算年月日               3 月 30 日 

（北事業所） 

財務会計事務の手引き（第 13 版）（4.2.2 資

金前渡（前渡金払）(7)前渡金の精算）では、用

務終了日については、「実際の用務が終了した

日ではなく、前渡金（現金）の用務が終了した

日をいう。」とされていることから用務終了日

前渡金の精算事務について通知文・

マニュアル等を十分に確認したうえ

で処理を行うこととし、具体的には以

下の方法により対応することとした。 

前渡金支出業務の際、複数人で実施

の確認ができるよう原則、支出事務を

行う担当者とは別の担当者が現金の

収受と支払い（納付等）を実施し、帰

庁後、係長級（副所長）へ領収書を引

き渡す。 

係長級（副所長）は領収書を受け取

り、検収した後、支出事務を行う担当

者に領収書を引き渡し、5日以内に精

算処理するように直接指示をする。 

 

措置済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

は 3月 10 日と考えられる。 

前渡金については、神戸市会計規則第 48 条

第 1 項の規定により、用務終了後 5日以内に支

払精算書を作成し、直近の上司に提出しなけれ

ばならないこととされている。 

前渡金の精算については、前渡金（現金）の

用務が終了した日を用務終了日とし、用務終了

日から 5 日以内に精算を行うべきである。 
(2) 契約に関する事務 

ア 契約監理課による経理契約とするべきもの 

クリーンセンターのクレーンのために設計・

制作された特殊部品（バケット油圧シリンダ

ー）の調達において、合計金額が 100 万円を超

えるにもかかわらず、行財政局契約監理課によ

る経理契約（以下「経理契約」という。）とせず、

同一の事業者（メーカー代理店）へ複数の発注

を同日に行う所長専決による契約をしていた。 

＜事例＞ 港島クリーンセンター発注分（クレーンのバケット油圧シリンダー）  

 
（港島クリーンセンター） 

本件については、同日発注、同日納期限であ

ることを考慮すると、2 件合計の発注金額は所

長専決範囲の 100 万円を超えることから、契約

監理課に要求し、その性質又は目的が競争入札

に適しないものとして特命随意契約とするべ

きであったものと考えられる。 

発注時に契約の対象とする物品の精査を行

うことを心掛け、随意契約とする場合は契約監

理課と随意契約の協議をしたうえで、可能なも

のはまとめて 1件の発注として、経理契約とす

るべきである。 

 

 

 
それぞれ用途と設置場所が異なる

別のクレーンであることから、個別に

発注したものであるが、指摘を踏まえ

て、発注時に契約対象の物品を独自の

執行管理簿で精査し、別個の物品調達

であっても、発注日、納期限が近い契

約については、契約監理課とも協議し

たうえで発注手続きを行うよう改め

た。 

また、令和５年３月２日に所属内の

会議を通じて所属職員に対し、今回の

事例に加えて、過去の財務定期監査結

果より類似事例を抽出した資料を配

布し、同様の事象が生じないよう周知

徹底した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
措置済 



 
令和４年度 財務定期監査（監査対象：環境局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

イ 複数の小修繕随意契約に基づく発注につい

て、必要に応じて経理契約など適正な契約手法

を選択するべきもの 

1 回の意思決定により 1 件の契約が行われる

べきであるが、意思決定が別々に行われたなど

の理由で、所長専決範囲の 100 万円以内で複数

の小修繕随意契約に基づき発注している次の

ような事例があった。 

＜事例＞ クリーンセンターの焼却炉やボイ

ラーの修繕において、所長専決で複数の小修

繕随意契約により発注している事例 

クリーンセンターの焼却炉やボイラーにつ

いては、炉の運転休止中に行う調査点検で発見

した不具合について限られた時間内で発注、施

工を実施する必要があるため、調査点検で不具

合を発見する都度、所長による専決の小修繕随

意契約で同じ事業者へ複数の発注を行ってい

る事例が多数あった。 

（事例①） 

（事例②） 

 

 

 

 

 

（事例③） 

 

 

（東クリーンセンター） 

東クリーンセンターでは、定期点検

のため、年間運転計画において炉の休

止期間を定めている。この休炉期間中

に順次実施する点検で発見された故

障や損傷箇所のうち、緊急性が高いも

のや影響度が高いものは、休炉期間中

に修繕を完了できるよう、発見される

都度、発注していることから、それぞ

れ個別の補修ではあるが、発注日等が

休炉期間に集中した。 

この度の指摘を踏まえ、行財政局契

約監理課と協議した結果、今後は、定

期点検整備の契約の中で発見された

故障や損傷箇所の修繕対応について、

定期点検整備の契約内容に小修繕の

単価契約を含む仕様書に変更した。 

令和 5 年 3月 23 日には所属内の会

議を通じて、所属職員に対し、指摘内

容及び対応について共有し、周知徹底

を図った。 

 
 

 

措置済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

本件については、同時期の発注、納期限であ

ることを考慮すると、合計の発注金額は所長専

決範囲の 100 万円を超えることから、本来専決

契約ではなく、経理契約としたうえで、条件に

合致する場合は、その性質又は目的が競争入札

に適しないものとして特命随意契約とするべ

きであったものと考えられる。 

発注、契約の履行に緊急を要する場合など、

必要に応じて、契約監理課と随意契約の協議を

し、必要に応じて経理契約など修繕内容等に応

じた適正な契約手法とするべきである。 

なお、平成 25 年度の財務定期監査において

同じ内容の意見を述べている。その意見に対す

る措置状況報告書において、「発注、契約の履

行に緊急を要するものは、契約監理課と協議

し、必要に応じて随意契約など修繕内容等に応

じた適切な契約手法を選択するよう措置を講

じた。」 と説明があったにもかかわらず改善さ

れていない。現状を踏まえ、必要に応じて経理

契約（随意契約）など修繕内容等に応じた適正

な契約手法を選択するよう、改めて措置するべ

きである。 

ウ 発注にあたって見積合せを行うべきもの 

(ア) 発注金額 10 万円を超える物品購入におい

て、見積合せを行わず発注していた事例 

発注金額10万円を超える物品購入において、

見積合せを行わず発注していた事例があった。 

＜事例＞  

洗濯用品（衣類乾燥機及びスタンド各 2 台（組立費含む）） 

総額（税込）106,040 円 

（令和 4年 3月 4 日発注、3 月 16 日納入）           

（兵庫事業所） 

随意契約における見積書徴取に関する基準

第 2 条において、「随意契約を行う場合は、2 人

以上の者から見積書を徴取しなければならな

い。」とされている。一方、同条において、「た

 
指摘の事例は、本体価格が 10 万円

未満であったため、見積り合わせが不

要と判断し、そのまま発注したもので

ある。これは見積書徴取に関する認識

の誤りから生じたものであり、所属内

で、改めて見積書徴取に関する基準を

確認し、今後の発注においては、当基

準を遵守するよう令和５年３月７日

に所属長発文書にて周知徹底した。 

 

 
措置済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

だし、以下のいずれかに該当する場合は、契約

しようとする者からのみの見積書によること

ができる。」とあり、その第 1 号で「総額（税

込）が 10万円未満の契約をする場合」があげら

れているが、当該発注は、これに該当しない。 

2 者以上から見積書を徴取し見積合せを行う

べきである。 

(イ) 発注金額の合計が10万円を超える複数の同

一事業にかかる発注について、見積合せを行わ

ず同じ事業者に発注していた事例 

発注金額の合計が 10 万円を超える各 2 件の

同一事業にかかる同日の発注について、見積合

せを行わず、ともに同じ事業者に発注していた

事例があった。 

＜事例①＞                                                                                                                             

 
 
 
 

（環境創造課） 

＜事例②＞ 

 
 
 
 

（垂水事業所） 

随意契約における見積書徴取に関する基準

第 2 条において、「随意契約を行う場合は、2 人

以上の者から見積書を徴取しなければならな

い。」とされている。一方、同条において、「た

だし、以下のいずれかに該当する場合は、契約

しようとする者からのみの見積書によること

ができる。」とあり、その第 1 号で「総額（税

込）が 10万円未満の契約をする場合」があげら

れている。 

（事例①について） 

それぞれ用途・内容が異なる別の資

料であることから、個別に発注したも

のであるが、同時期に発注するものが

あり、まとめて発注することで効率的

な事務執行に繋がるものについては、

１件の発注としてまとめ、見積合せを

実施することを令和５年３月９日に

事務担当者に口頭で周知するととも

に、令和５年３月 31 日には関係職員

にメールで、今回の指摘事項と再発防

止を周知徹底した。 

 

（事例②について） 

同様に、それぞれ場所も異なる別の

工事であることから、個別に発注した

ものであるが、同時期に発注するもの

があり、まとめて発注することで効率

的な事務執行に繋がるものについて

は、１件の発注としてまとめ、見積合

せを実施することについて令和５年

３月８日に口頭で所属内に周知徹底

した。 

 

措置済 
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この規定に基づき、上記事例①②の各 2件の

発注は、ともに 1 者のみの見積書の提出により

発注していたが、この 2件については、見積書

の作成日のほか、発注日、納期限が同日で、現

に同日に納品（履行）されており、実質的に同

一の契約とする意思決定であったと考えられ

る。 

発注時に必要な数量の精査を行うことを心

掛け、可能なものはまとめて1件の発注として、

2 者以上から見積書を徴取し見積合せを行うべ

きである。 
エ 納品検査等を適正に行うべきもの 

(ア) 発注にあたり発注書を使用せず、納品日が

記載されていない納品書（納品書兼請求書）に

より納品検査を実施していた事例 

11 月 27 日・28 日に開催されたイベント出展

時に使用する物品を借用する際、発注書を作成

せずに発注していた。 

また、納品書は、12 月 22 日に借用先から納

品書兼請求書として提出され、納品日が記載さ

れていなかったが、補正を求めておらず、納期

限や納品日の記載が明確でないまま、納品検査

を実施していた。 

＜事例＞ 納品書兼請求書（物品レンタル） 

2021 年 12 月 8日付け（12 月 22 日受理） 

 
（環境創造課） 

契約手続規程第 26条第 2項には、「専決契約

のうち次に掲げるものについては、契約の発注

は、物品購入等発注書（様式第 25号の 2）又は

消耗品調達システムにより行うものとする。た

だし、物品購入等発注書又は消耗品調達システ

ムによる発注が困難であると認められる契約

及び地方公営企業法の財務規定等を適用する

事業に係る契約については、この限りでない。」

とあり、その第 3号に、「歳出予算に係る節の区

 
令和５年３月９日に事務担当者に

発注書を作成のうえ交付することは

発注手続きの基本であること、納品書

への必要事項の明記を業者に指導す

ることを口頭で周知するとともに、令

和５年３月 31 日には関係職員にメー

ルで、今回の指摘事項及び正しい事務

手続きを周知徹底した。 

 

 
措置済 
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分が使用料及び賃借料であるもの（歳出予算の

細節の区分が一般使用料等又は自動車借上料

であるものに限る。）」とあることから、専決契

約のうち一般使用料にかかる契約の発注は、発

注書による発注が困難であるものを除き物品

購入等発注書又は消耗品調達システムにより

行うものとされている。 

契約手続規程第 31条には、「専決契約により

物品購入契約及び物品賃借契約を締結した場

合において供給人が物品を納入したときは、納

品書（様式は問わないが、次に掲げる事項その

他の必要な事項を記載したものに限る。）を提

出させるものとする。」とあり、その第 2 号に納

入年月日が定められていることから、納品書に

は納品年月日を記載する必要がある。 

発注にあたっては、発注書により発注を行う

べきである。また、納品検査にあたっては、適

正な納品書の提出を求めるべきである。 

(イ) 納品（履行）検査を契約業務履行完了後に実

施していなかった事例 

ソフトウェアの運用保守業務において、開発

業者と年度ごとに覚書を締結し、覚書締結後に

費用の全額を支出している。令和 4年度の運用

保守業務では、令和 4 年 4 月 1日に締結した覚

書で以下のように記載していた。 

＜事例＞ 覚書記載事項（運用保守業務） 

 
本業務の支払にあたり、当該開発業者から令

和 4年 6月 27 日に提出された納品書（履行届）

に基づき、同日に納品（履行）検査を行い、6月

28 日に受理した請求書に基づいて、7 月 13 日

に一般支払により経費330,000円を全額支出し

指摘を受けて、令和５年３月 14 日

に運用保守事業者と協議し、令和５年

度の運用保守業務においては、履行完

了後に、納品検査を行ったうえで、支

払い手続きを行うこととした。 

 

措置済 



 
令和４年度 財務定期監査（監査対象：環境局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

ていた。            （業務課） 

上記の納品（履行）検査は、業務内容から見

るかぎり、覚書に記載された令和 4年度の運用

保守期間中に行われたものであり、契約業務履

行完了後に実施されたものでないものと考え

られる。 

本件の運用保守業務経費が、神戸市会計規則

第 51 条第 3 号に規定された「前金で支払をし

なければ、契約しがたい請負、買入れ又は借入

れに要する経費」に該当する場合は、前金払と

して支払うことができるが、この場合も契約業

務履行完了後の履行確認は必要である。 

納品（履行）検査は、出来高検査の場合を除

き、契約業務履行完了後に実施するべきであ

る。 

(3) 財産管理に関する事務 

ア 管理する債権を財産に関する調書に記載す

るべきもの 

環境省派遣職員滞在用住宅賃貸契約（令和 5

年 3 月 31 日まで）により賃借している住宅に

ついては、契約当初に敷金として賃料の 1 か月

相当にあたる 123,000 円を納付（平成 21 年 3

月）しているが、令和 3年度決算における財産

に関する調書には、当該敷金を債権として記載

していなかった。      （環境創造課） 

令和 3 年度決算にかかる会計室通知「令和 3

年度決算事務と出納閉鎖期の会計事務につい

て（依頼）」（令和 4 年 3 月 29 日会会第 1543 号）

においても、注意事項として「財産に関する調

書の『3.債権』は、金銭の給付を目的とする地

方公共団体の債権すべてを記載する必要があ

ります。当該年度の歳入に係る債権以外の債権

はすべて記載してください。」と記載している。 

住宅賃借時に支払った敷金については、財産

に関する調書に債権として記載するべきであ

る。 
 

 

契約当初より敷金の計上漏れがあ

ったものであり、令和 5年 3 月 29 日

付け「令和 4年度決算事務と出納閉鎖

期の会計事務について（依頼）」にお

いて、当該敷金を債権として計上し

た。 

 

 
措置済 
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イ 請負業者の職員の通勤にかかる駐車許可を

適正に行うべきもの 

業務課は、一括して契約している事業所清掃

等業務の請負業者職員の通勤のため、請負業者

からの申請に基づき、西事業所の 1台分を含む

各事業所等における駐車場使用について、一括

して請負業者に対して行政財産の目的外使用

許可をしたうえで、請負業者から使用料を徴収

していた。 

しかし、業務課が請負業者に目的外使用許可

していた駐車場のうち、西事業所の 1 台分につ

いては、行政財産ではなく、個人から賃借した

土地を使用させていた。       （業務課） 

行政財産を駐車場として使用する場合は、地

方自治法第 238 条の 4第 7項及び神戸市公有財

産規則第 24 条第 2 号の規定による行政財産の

目的外使用許可によることになるが、通勤用車

両を駐車する場所が賃借地であるときは、行政

財産の目的外使用許可をすることができない

ため、貸付けの手続によることとなる。 

駐車する場所が賃借地であるときは、目的外

使用許可ではなく、貸付けの手続によるべきで

ある。 

請負業者職員の駐車場使用につい

て、賃借地を使用させていた事例が確

認されたが、現在は、行政財産である

駐車場のみ使用させており、行政財産

の目的外使用許可による適正な事務

処理を行っている。 

 

 

措置済 

ウ 現金や郵便切手類に関し、定期的点検を行う

べきもの 

所属で保管する郵便切手類等について、令和

3 年 8 月 2 日のチェックの後は、毎年度 3 回の

所属長による定期的な点検が行われていなか

った。       （布施畑環境センター） 

現金等管理マニュアルでは、所属長は、少な

くとも毎年度 3 回この定期的なチェックを行

い、加えて、所属長の直近上位の上司が、少な

くとも年 1回チェックを行い、仕組みどおり適

正に処理されているか検証するとともに、検算

や点検をいつ・誰が行ったのか記録として残る

ようにすることとしている。                          

現金取扱事務の手引（公金編）及び現金等管

令和 4 年 8月 30 日に実施した自主

監査にあわせて所属長点検及び所属

長の直近上司である副局長点検を実

施していたものの、記録には残してい

なかったものである。 

上記の点検に加えて、同年 12月 14

日及び令和 5年 3 月 22 日にも点検を

実施しており、既にそれぞれ記録の作

成を行っている。 

 

措置済 
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理マニュアルに基づき、所属長及びその直近上

位の定期的な検算や点検を行い、その記録を残

すべきである。 
エ 物品管理者を適正に指定するべきもの 

第 2類事業所における物品管理簿の物品管理

者の押印欄に、所長（課長級）ではなく副所長

（係長級）が押印していた。                     

（布施畑環境センター） 

神戸市物品会計規則第 5 条では、「本市に物

品管理者及び物品管理員を置く」とし、同条第

2 項において「物品管理者及び物品管理員は、

別表第1に定める箇所に設置し、物品管理者は、

その所管に属する使用中の物品を管理するも

の」とされている。その別表第 1 において、物

品管理者となるべき者として第2類事業所では

「事業所の長」とされている。 

現金等管理マニュアルにおいても、「所属長

は、一般には課長、課長がいない部署の場合は

課長に相当する役職者（担当課長、センター長、

所長等）が該当します。所属長は、会計規則上

の歳入徴収者、あるいは物品会計規則上の物品

管理者として、歳入の徴収及び所属の物品の管

理について様々な責任を負っており、現金等の

管理において第一義的な責任者となります。」

とされている。 

第 2類事業所における物品管理簿の物品管理

者の押印欄には、事業所の長である所長（課長

級）が押印するべきである。 

物品管理者の取り扱いの誤った認

識から生じたものであったため、改め

て規則、マニュアルを確認し、所長が

物品管理者として押印するよう改め

た。 

 

措置済 

○ 意  見 

 (1) 請求書等は原則として事業者が標準的に使

用している様式を使用するとともに、提出のあ

った文書の真正性を確認するべきものである

ことについて 

苅藻島クリーンセンターでは、支出命令書に

添付していた発注先から提出された納品書・請

求書のうち、参考様式「見積書・納品書兼検査

調書・請求書」（以下「3点セット」という。）

 
押印が不要になったことに伴い、職

員が発注先・請求者になりすまして自

ら見積書、納品書、請求書を作成でき

るというリスクもあることから、事業

者には改めて文書により、事業者が標

準的に使用している様式を使用する

よう周知した。 

 また、所属において、原則、事業者

 
措置済 
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による代表者印のない納品書・請求書を多数受

理していた。 

令和2年11月25日付企画調整局長、行財政局

長通知「行政手続きスマート化方針およびスマ

ート化手順書について」における「押印の見直

し基準」に基づき、令和3年2月26日に会計室か

ら「請求書における押印等の見直しについて

（通知）」、契約監理課から「契約事務におけ

る押印等の見直しについて（通知）」がそれぞ

れ通知され、令和3年4月以降の受理分より請求

書等における押印が不要となった。 

押印等の見直しに伴い、請求書等のそれぞれ

の文書の真正性を証明する手段を確保するこ

とが重要になったことから、上記会計室通知の

Ｑ＆Ａにおいても、「見積書、納品書・履行届、

請求書は業者様式によることが原則となりま

すが、従来の3点セットの様式にて提出された

場合は必要事項が記載されていれば使用して

いただいて構いません。代表者印の押印は原則

不要で、債権者が法人の場合は代表者職・氏名

の記載は省略を可とします。ただし、その場合

においては正当な債権者からのものであるこ

との確認を各所属において責任をもって行っ

てください。」との記載がある。 

また、上記契約監理課通知でも基本的に次の

方法（かつ、具体的状況に応じて追加資料の入

手や事業者とのやりとりの記録を行い、各所属

にて文書の真正性を確保する。）により所属で

文書の真正性を確認するよう求めている。 

① 継続的な取引関係がある場合は、必要に応

じて、文書に担当者氏名・連絡先の記載を求

め、電話等でその文書に関する確認を行い、

確認した日時等の記録を保存する。 

② 新規に取引関係に入る場合は、上記に加

え、ホームページ等により事業者の状況を確

認するほか必要に応じて、法人の登記書類、

個人・法人の印鑑証明書等を入手し、その入

の任意様式で請求書等を提出させる

ことを徹底するとともに、事業者から

提出があった請求書等の真正性の確

認を厳正に行うように令和５年２月

６日に文書及び口頭で所属内に周知、

徹底を図った。 
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手過程（郵送受付等）の記録を保存する。 

③ 相手方に業務責任者の設置を求める契約

においては、契約締結と同時に業務責任者

（連絡先の電話番号やＥメールアドレス等

も届けてもらう）の提出を受け、その後は業

務責任者を通じた文書等のやりとりを行う。 

同通知のＱ＆Ａにおいて、3点セットによる

提出があった場合でも押印は不要である旨の

ほか、「見積書、納品書・履行届、請求書は原

則として事業者が標準的に使用している様式

を使用してください。事業者が標準的な様式が

ない場合は、市に相談してもらい、その際に3点

セット（略）について案内をお願いします。」

との記載があり、また、受領方法については「Ｅ

メールやＦＡＸで受領しても結構です。文書に

て提出があった場合と同様に文書の真正性の

確認をお願いします。専決調達事務処理では、

見積書を発注時にＦＡＸで提出を受けていた

場合には、支出までには原本の提出を求めてい

ましたが、今後は原本の提出は求める必要はあ

りません。」との記載がある。 

契約監理課は、上記通知内容に基づく対応と

して、見積書、納品書・履行届、請求書は事業

者様式によることが原則となったことから、専

決契約に関し、「入札によらない物品購入等に

おける見積書・納品書／履行届・請求書・請書

の様式について」（令和3年4月26日行契第368

号）により、所属長あて、3点セットについて、

神戸市ホームページでの掲載のとりやめ、 イ

ントラネット（契約監理課のページ）にて参考

様式（押印欄を廃止）として掲載する旨を通知

している。 

同センターでは、3点セットで提出するよう

事業者に依頼してはいないが、長年納入実績の

ある事業者が多く、これらの事業者が3点セッ

トのデータを保管しているため、3点セットに
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よる提出が多くなっているのではないかとの

ことであった。 

しかし、3点セットによる納品書・請求書につ

いては、押印が不要になったことに伴い、職員

が発注先・請求者になりすまして自ら作成する

ことができるというリスクが生じており、上記

の真正性の確保がより重要となることを考慮

しなければならない。 

請求書等については、原則として事業者が標

準的に使用している様式を使用するよう各事

業者に周知するとともに、事業者から提出があ

った文書の真正性の確認を厳正に行われたい。 

 （施設課苅藻島クリーンセンター） 

 
 
 
 



  

令和４年度 財務定期監査（監査対象：経済観光局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容  措置状況 

〇指 摘 事 項 

(1) 契約に関する事務 

ア 委託契約における再委託の手続を適正に行

うべきもの 

委託契約については、約款で原則として再委

託を禁止としており、再委託をする場合は一括

再委託に該当しないか等を確認するため、事前

の承諾が必要とされている。 

委託契約における再委託の承諾手続に関し

て、次のような事例があった。 

(ア) 農業集落排水事業他業務に係る委託契約

において、再委託承諾申請書により再委託

を承諾しているが、業務の履行後に委託先

事業者から提出を受けた実績報告書兼精算

書（以下「報告書」という。）に再委託を承

諾していない事業者が含まれていた。 

（農政計画課） 

(イ) 西部市場解体処理設備等保守管理業務に

係る委託契約において、再委託承諾申請書

により再委託を承諾しているが、その申請

書の様式に再委託先予定金額を記載する欄

が設けられていなかった。 

（中央卸売市場運営本部西部市場） 

(ア)については、報告書と再委託承諾の内容

が一致しているかの確認をしていなかったた

め、再委託承諾が漏れている事業者に気が付か

なかったとのことである。 

そもそも委託契約締結前に委託先事業者と

の調整を十分に行い、再委託承諾の漏れ等が生

じないようにするべきである。また、報告書と

再委託承諾の内容が一致しているかの確認を

行うべきである。 

(イ)については、任意の様式による申請書を

用いていたため、予定金額を記載させていなか

ったとのことである。 

行財政局契約監理課が示している再委託承

諾申請書の様式には、再委託先予定金額を記載

する欄が設けられている。再委託承諾にあたっ

 

 

（ア）令和４年 12月から、委託事業者

と月例で実施する連絡調整会議におい

て、手続き漏れの防止を徹底するため、

再委託状況を確認する措置を講じた。 

 

（イ）再委託承諾申請書の様式につい

ては、令和３年 12 月 17 日付行財政局

契約監理課長通知の様式を用い、再委

託先予定金額を記載させる措置を講じ

た。 

 また、令和５年３月 13日の所内会議

の場で周知徹底を行った。 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

措置済 



  

令和４年度 財務定期監査（監査対象：経済観光局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容  措置状況 

て、再委託先の状況把握等のためにも予定金額

の確認は必要である。 

再委託承諾申請書の様式について、再委託先

予定金額を記載させるように改め、再委託先の

状況を把握するべきである。 

 

イ 委託契約書の仕様書に有償で提供する機械

器具等を明示するべきもの 

委託契約約款第 18 条第 1 項では、委託業務

の履行のために使用する機械器具等は、受託者

の責任と費用により調達しなければならない

とされているが、同条第 2項により、神戸市が

その機械器具等を提供する場合、これを原則と

して有償とするとしている。また、同条第 5項

では、委託業務の履行のために必要であると認

める設備等についても有償で提供することが

できるとし、同条第 6項では、受託者に提供す

る機械器具等及び設備等（以下「機械器具等」

という。）の品名、数量及び対価等は、仕様書に

定めるところによるとされている。 

さらに、行財政局契約監理課が作成している

「委託契約に関する解説及び記載例」には、「２ 

仕様書・契約手続きについて」の「（３）仕様書

について」⑪の説明として、機械器具等を有償

で提供する場合の対価の額（以下「当該使用料」

という。）は、合理的な説明ができる金額である

ことを要するとされている。 

次の業務について、一般財団法人みのりの公

社との間で委託契約を締結しているが、異なる

業務であるにもかかわらず、委託契約書に記載

されている当該使用料が、いずれも年額

126,000 円となっていた。また、これらの契約

書の仕様書に機械器具等が具体的に明示され

ていなかった。 

① 神戸市立栽培漁業センター管理運営業務 

② 農業公園の管理運営業務及び農業振興業

務 

③ 道の駅「フルーツ・フラワーパーク大沢」

ご指摘のあった４つの施設管理委託

業務において、令和５年度から当該委

託業務で提供する機械器具等を使用す

ることが委託業務の履行に必要不可欠

かつ、委託業務の要素であると判断し、

機械器具等の品名・数量を仕様書に明

記して無償提供とする措置を講じた。 

 

措置済 



  

令和４年度 財務定期監査（監査対象：経済観光局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容  措置状況 

管理運営業務 

④ 神戸市西部域漁港管理運営業務 

当該使用料の積算方法を確認したところ、平

成 21 年度の委託契約約款の義務化に合わせ、

神戸市の設備等を受託者が使用する場合はそ

の対価を支払わなければならないこととされ

たため、所管施設の管理委託業務においては、

当該使用料を一律月 10,000 円とし、当時の消

費税（税率 5％）を加えた年額 126,000 円に決

定したとのことである。 

その後、平成 28 年度に委託事務の適正化に

関する要綱施行細目が改正され、前述の機械器

具等の仕様書への明示などについて、委託契約

約款の見直しが行われており、また、消費税率

についても改正されているが、当該使用料の見

直しは行われていない。 

（農水産課） 

委託契約書の仕様書に有償で提供する機械

器具等を具体的に明示するとともに、その対価

となる当該使用料について合理的な説明がで

きるよう積算方法を改め、適正な使用料を徴収

するべきである。 

 

(2) 財産管理に関する事務 

ア 有償配布物の在庫管理を適正に行うべきも

の 

販売する目的で出版する図書は、神戸市物品

会計規則第 3 条第 1 項第 5 号の生産品に該当

し、同規則第 8 条及び第 18 条の規定により、

同規則別表第 3に定める生産品管理簿により管

理することとされている。 

有償で販売している写真集「神技（かみわ

ざ）」（以下「当該写真集」という。）の在庫管理

について、任意の様式による管理簿で送付先や

残数の管理を行っており、生産品管理簿で設け

られている物品管理者の押印欄はなく、担当者

のみで在庫管理を行っていた。 

（経済政策課） 

 

神戸市物品会計規則に則り、令和４

年４月１日付で「生産品管理簿」を作

成する措置を講じた。 

今後は、生産品管理簿の適正な運用

を図るとともに、物品管理者による定

期的な在庫管理を行うことで、有償配

布物の適正管理に努める。 

 

 

措置済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容  措置状況 

当該写真集は「生産品」として、神戸市物品

会計規則に基づく生産品管理簿により、在庫管

理を適正に行うべきである。 

 

イ プリペイドカードの管理を適正に行うべき

もの 

神戸市物品会計規則第 3条第 4号に定める郵

便切手類は、金銭的価値を有していること等に

より、盗難や不正使用のリスクが高いことか

ら、金庫等の施錠ができる場所に保管したうえ

で、異動の記録と定期的な点検を行うことで、

事故の発生を防止し、万一事故が発生した場合

でも、発生時点や原因を容易に把握できるよう

にしておくことを求められている。 

その郵便切手類に含まれるプリペイドカー

ドに関し、次のような事例があった。 

(ア) 叙勲受章者への祝電に対する返礼として

受け取ったプリペイドカード（ＱＵＯカー

ド）について、管理簿を作成することなく、

金庫で保管していた。 

（経済政策課） 

(イ) 上記(ア)と同様の経緯で入手したプリペ

イドカードについて、所属の親睦会で受入

れていた。 

（農政計画課） 

この祝電は公費で発信したものであること

から、その返礼として受け取ったプリペイドカ

ードについては、公費で購入した郵便切手類と

して取り扱うべきであり、神戸市物品会計規則

に基づき、管理簿を作成のうえ、適正に管理す

るべきである。 

 

（ア）当該プリペイドカードについて

は令和５年１月26日付で郵便切手類管

理簿に記載し、管理するよう改善の措

置を講じた。 

 

（イ）当該プリペイドカードについて

は令和５年１月26日付で郵便切手類管

理簿に記載し、管理するよう改善の措

置を講じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

ウ 債権の管理を適正に行うべきもの 

神戸市の債権の管理に関する事務処理（以下

「債権管理事務」という。）は、神戸市債権の管

理に関する条例（以下「債権管理条例」という。）

で定められており、債権を適正に管理するため

（ア）これまでも、債権管理の手順を示

した「債権管理手順」にて業務を進めて

いたが、今回の指摘を受けて、業務手順

の見直しを図ったうえで、改めて業務

の流れを示した「債権管理手順フロー」

措置済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容  措置状況 

必要な台帳を整備すること（第 5条）や、履行

期限までに履行しない場合は期限を指定して

督促状を発して督促しなければならないこと

（第 6条）等が定められている。 

また、債権のうち時効が成立し消滅したもの

は、不納欠損処分を行い決算値に反映すること

が必要とされている。 

私債権は民法の規定により、時効の援用が必

要とされるが、時効期間満了後は、債権管理条

例の規定により債権放棄も可能とされている。 

債権管理事務については、近年の財務定期監

査において、債権管理の意識が希薄な所属が多

く見受けられたことから、令和 2年度内部統制

評価報告書審査意見書及び令和 2年度一般会計

決算審査意見書において、債権管理の適正化に

関する意見を付している。これを受けて、債権

管理対策推進本部（行財政局税務部収税課）か

ら令和 3 年 10 月 5 日に通知「債権管理事務の

適正化について」が発出され、全庁的に 171債

権を対象として、全庁的に定められた事務処理

手順が適正に行われているかを確認する調査

が行われた。また、3 か月後に、改善が必要な

事項についての進捗状況の再調査が行われ、適

正化に向けた取組が進められている。 

神戸市ものづくり工場の使用料等にかかる

収入未済額（令和 5年 1月 16日現在。以下「当

該債権」という。）を確認したところ、下表のと

おりの状況であった。 

なお、当該債権のうち、①及び②は非強制徴

収公債権であり、③及び④は私債権とのことで

ある。 

 

当該債権は、前述の債権管理対策推進本部に

よる調査の対象となっており、適正化に向けた

や滞納整理事務を整理した「滞納整理

事務処理マニュアル」を作成し、滞納者

に対して、督促状を発送した。 

 

（イ）今回改めて作成した「債権管理手

順フロー」や「滞納整理事務処理マニュ

アル」を活用し、再発防止に努める。 

 

 

 

 

措置済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容  措置状況 

取組を進めているところではあるが、収入未済

額が非常に高額となっていることから、債権管

理手順等を所管課に確認したところ、次のよう

な改善を要する事項があった。 

(ア) 滞納が続く退去企業に対しては督促状を

発しているが、入居企業に対しては、面談に

よる直接交渉を原則とし、分納を含めた入

金の意思を確認するための念書の提出を受

けているのみで、督促状を発していない。 

(イ) 時効の成立又は債権放棄等により未納債

権が消滅した場合には、その都度、決裁によ

って不納欠損処分を行うこととされている

が、その決裁を得ずに不納欠損処分をして

いる。 

（工業課） 

(ア)について、地方自治法第 236条第 4項に

は、「普通地方公共団体がする納入の通知及び

督促は、時効の更新の効力を有する。」と規定さ

れているなど、債権管理事務において督促は極

めて重要な手続と言える。 

面談による督促のみでは、時効の更新日など

が明確にできない可能性もあることから、後日

の紛争を避けるためにも督促は文書によるべ

きであり、債権管理条例第 6条にも督促状を発

して督促しなければならないことが定められ

ている。 

退去企業だけでなく、滞納が続く入居企業に

対しても、条例の定めに従い、督促状を発する

よう改めるべきである。 

また、実査の際に確認した債権管理手順に

は、督促状を発する際の手順が記載されていな

い。入居企業だけでなく、退去企業も含めて、

督促状を発する際の手順を整理のうえ、債権管

理手順に記載するべきである。 

(イ)について、不納欠損とは、既に調定され

た歳入が徴収しえなくなったことを表示する

決算上の取り扱いであり、法律上の存在と会計

上の存在は一致させることが原則である。 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容  措置状況 

よって、債権管理対象から外す場合には、非

強制徴収公債権は時効の到来により、私債権は

債権放棄等の手続により、法律上の債権を消滅

させたうえで、不納欠損処分を行う必要があ

る。 

所管課に確認したところ、債権管理条例の規

定による債権放棄の決裁は得ていることから、

その決裁が不納欠損処分の決裁も兼ねている

との認識であった。 

この債権放棄の決裁は、私債権の法律上の債

権消滅の手続であり、非強制徴収公債権は含ま

れていない。 

当該債権が消滅するに至った場合は、決裁を

得たうえで不納欠損処分を行うよう改めるべ

きである。 

 

○ 意  見 

(1) 補助金交付決定等における適切な審査体制

について 

神戸市鳥獣被害防止総合対策交付金事業等

補助金（以下「当該補助金」という。）について、

神戸市鳥獣被害防止対策協議会（事務局：経済

観光局に設置。以下「協議会」という。）からの

申請に基づき、神戸市（経済観光局）が交付決

定を行い、支給を行っている。 

当該補助金にかかる協議会起案の紙決裁の

決裁欄を確認すると、経済観光局北農業振興セ

ンターの担当者が起案し、協議会の庶務担当事

務局長である同センター所長等の承認を経て、

協議会の会長である経済観光局西農業振興セ

ンター所長が決裁者となっていた。 

また、交付申請書を受理し、審査を行う立場

である経済観光局による補助金交付決定の決

裁ルートを確認すると、前述の協議会起案の紙

決裁と同じく、経済観光局北農業振興センター

の担当者が起案し、同局北農業振興センター及

び西農業振興センターの職員が承認している。

なお、この決裁については、当該補助金が 500

 

令和５年５月開催予定の神戸市鳥獣

被害防止対策協議会総会において、神

戸市鳥獣被害防止対策協議会規約を改

正し、補助金の交付を求める「神戸市鳥

獣被害防止対策協議会」の事務局は、事

業対象となる農村地域の鳥獣被害対策

を進める農業振興センターが担い、補

助金申請を審査する「神戸市」の役割に

ついては、全市的な有害鳥獣対策を統

括する農政計画課が担うよう措置を講

じた。 

 

 

措置済 
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万円を超えることから、神戸市長の権限に属す

る事務の専決規程により副市長決裁となって

いる。 

神戸市補助金等の交付に関する規則第 6条第

1項は、「市長等は、前条の規定による申請があ

った場合において、当該申請に係る書類の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により、当該

申請に係る補助金等の交付が法令及び予算の

定めるところに違反しないかどうか、補助事業

等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額

の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助

金等を交付することが適当であると認めたと

きは、速やかに、補助金等の交付の決定をする

ものとする。」と定めている。また、同条第 3項

は「市長等は、第 1項の調査により補助金等の

交付を不適当と認めるときは、速やかに補助金

等の交付を申請した者に対し、その旨を通知す

るものとする。」と定めている。 

補助金の交付決定には客観的な審査が必要

とされるが、当該補助金の事務処理は、協議会

としての申請に至る意思決定等に携わる職員

と、その申請書を受理し内容の審査等を行う職

員の大半が同一となっている。申請時に一度決

定した内容を、交付決定時において同一職員が

「不適当と認める」ことがあるとは考えにくい

こと、また、審査そのものがおろそかとなる可

能性が懸念され、補助金額の確定においても同

様のことが言える。現に、協議会として作成し

た実績報告書に錯誤が存在しており、その錯誤

が修正されないまま神戸市として受理し、補助

金額の確定を行っている事例を確認している。 

本当に客観的な審査を行うことができるの

か、市民から疑念を抱かれることがないよう、

当該補助金の申請等の起案をする者と審査を

行う者を分けるなど、適切な審査の体制を整え

られたい。 

（北農業振興センター） 

 



  

令和４年度 財務定期監査（監査対象：経済観光局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容  措置状況 

(2) 見積り依頼先の選定について 

中央卸売市場運営本部西部市場の施設（以下

「当該施設」という。）において、次の補修工事

を行うため、同じ 2者に見積りを依頼し、提出

された見積書の見積り合わせにより契約の相

手方を決定している。 

 

この見積り合わせにおいて、契約の相手方に

ついては、いずれの業務も最安値を提示したＡ

社に決定し、Ａ社により履行、経費も執行され

ている。 

所管課に確認したところ、当該施設が食肉セ

ンター業務（牛・豚のと畜、解体、内臓処理等）

及び市場業務を行っており、業務継続の責務や

高度な衛生管理を負っているため、作業日時の

制約や衛生管理の厳しさから、複数業者の選定

が困難であり、結果として偏った発注となって

いるとのことであった。 

神戸市契約規則第 26条第 1項では、「随意契

約によろうとする場合は、なるべく 2人以上の

者から見積書を徴しなければならない。」と規

定されている。また、その規定に関して必要な

事項を定めた随意契約における見積書徴取に

関する基準第 2条に「見積書徴取の基準」を定

めるとともに、同基準第 4条第 2項には、見積

書徴取にあたっての配慮事項として、「所属長

は、発注管理簿を作成し、適正に管理すること

により見積り依頼が特定の者に偏しないよう

にしなければならない。」と規定している。 

当該施設の特殊性は一定理解できるが、補修

工事を施工できる者が、見積り合わせを行って

いる 2者に限定されるとは考えにくい。 

公平性及び経済性の観点から、契約先が特定

の業者に偏ることのないよう見積り依頼先の

選定方法の見直しを検討されたい。 

（中央卸売市場運営本部西部市場） 

 作業日時の制約や衛生管理の厳しさ

から複数業者の選定が難しく、結果と

して偏った発注となったものである。 

 今後は、見積依頼先が特定の業者に

偏らないようにするため、建築住宅局

保全課が提供している「建築関係補修

業者名簿」からも選定するよう措置を

講じた。 

措置済 



 

令和４年度財務定期監査（監査対象：水道局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

〇 指 摘 事 項 

(1) 支出に関する事務 

ア 用務日以前に施行決議または支出負担行為

をするべきもの 

用務日以前に施行決議（予算の使用決定）や

支出負担行為がされていない、以下のような事

例があった。 

(ア) 商標登録業務の契約に際し、決裁を終えて

から契約するべきところ、契約日より後に決裁

していた。          （経営企画課） 

(イ) ワークショップ開催に係る必要経費の支出

に際し、開催が決まった時点で施行決議または

支出負担行為をするべきところ、参加人数が確

定してから起案していた。   （経営企画課） 

(ウ) 審査会等の委員報酬について、会議開催が

決まった時点で予定額を示して施行決議また

は支出負担行為をするべきところ、会議の終了

後に起案していた。 

（経営企画課、営業課、配水課） 

(エ) 水道局が市長室広報戦略部に依頼をしてい

た市政広報ポスターの封入代金・配送代金につ

いて、同部に依頼する前に施行決議または支出

負担行為をするべきところ、同部からの振替依

頼を受けてから起案していた。   （配水課） 

(オ) ケーブルテレビ受信料前期4～9月分につい

て、年度当初に施行決議または支出負担行為を

するべきところ、請求を受けてから起案してい

た。         （北部水道管理事務所） 

地方自治法（以下「自治法」という。）第 232

条の 3 は、「普通地方公共団体の支出の原因と

なるべき契約その他の行為（これを支出負担行

為という。）は、法令又は予算の定めるところに

従い、これをしなければならない。」と定めてい

る。また、一般会計では、財務会計事務の手引

き〔改訂第 13 版〕において、「支出事務は、施

行決議（予算の使用決定）に始まり、支出負担

行為、支出決議、支出命令の審査及び支払とい

った一連の行為によって完結する」と説明して

 

 

財務定期監査を受け、令和５年２

月８日に管理職会議を実施し、管理

職への説明・周知等を行い、令和５

年２月 10 日に局内各課に対して契

約前の支出負担行為・施行決議の徹

底に関する通知を行い、各所属内で

周知を図った。 

（経営企画課、営業課、配水課、 

北部水道管理事務所） 

令和５年度に財務会計事務マニ

ュアルとして「財務会計の手引き」

を策定し、その中で施行決議から支

払までの流れを明記する。 

また、令和７年４月から稼働予定

の新財務会計システムでは、支出負

担行為にかかる帳票を出力する機

能を追加するとともに、業務フロー

を見直す。さらに電子決裁情報を添

付していない場合に警告画面を表

示させる機能追加を検討する。 

加えて、令和５年５月を第１回目

とする複数回の研修を通して定着

を図るなど再発防止に努める。 

（経営企画課） 

   

 

 

措置方針 



 

令和４年度財務定期監査（監査対象：水道局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

いる。水道局においては、神戸市水道局会計規

程（以下「会計規程」という。）等により財務事

務を行っているが、施行決議（予算の使用決定）

や支出負担行為についての事務処理手順が示

されていない。 

会計規程またはマニュアルに事務処理手順

を定めたうえで、用務日以前に施行決議（予算

の使用決定）または支出負担行為をするべきで

ある。 

イ 定例的経費の支出を適正に行うべきもの 

定例的経費の支出に際し、以下のような事例が

あった。 

(ア) 水道料金等の収納業務、インターネット口

座振替契約受付サービス、事務所清掃等業務、

複写サービス、寝具類高熱乾燥消毒・リネンク

リーニング交換業務、事業系一般廃棄物収集運

搬業務、自動扉開閉装置保守点検業務などに係

る定例的経費の支出に際し、年度当初または期

間当初に施行決議を行っていなかった。 

（経営企画課、営業課、配水課、千苅浄水事務

所、水質試験所、東部水道管理事務所、北部

水道管理事務所、西部水道管理事務所） 

(イ) 下水道使用料、事業系一般廃棄物収集運搬

業務、寝具類乾燥消毒・リネンクリーニング交

換業務、局内連絡等業務の請負業務などの定例

的経費の支出に際して、施行決議で定めていた

支出予定総額を超えることが明らかになった

にもかかわらず、支出予定総額の変更をしてい

ない事例や適正な時期に支出予定総額の変更

をしていない事例があった。   

（浄水統括事務所、東部水道管理事務所、北部

水道管理事務所、西部水道管理事務所） 

一般会計では、定例的経費を支出する場合、

定例的経費支出手続要綱（以下「定例的支出要

綱」という。）第 3 条に、以下のとおり定めてい

  監査を受け、誤った認識で事務処

理を行わないよう、専決調達事務処

理マニュアルの中の定例支出につ

いて施行決議・変更決議の必要性に

ついて追記し、各所属内で注意喚起

を図った。 

（経営企画課、営業課、配水課 

千苅浄水事務所、水質試験所、東

部水道管理事務所、北部水道管理

事務所、西部水道管理事務所、浄

水統括事務所） 

今後、施行決議や定例支出の基本

的な考えについて、財務会計事務マ

ニュアルとして「財務会計の手引

き」を策定し、周知徹底を図るとと

もに、その中で支出予定総額を超え

る場合の事務処理についても明記

する。 

新財務会計システム導入時には

操作手順を含めて記載を予定して

いる。 

加えて、研修を通して定着を図る

など再発防止に努める。 

（経営企画課） 

措置方針 



 

令和４年度財務定期監査（監査対象：水道局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

る。 

水道局においても、上記要綱と同様の財務規

程またはマニュアルを整備するとともに、定例

的経費の支出に先立ち、年度当初または期間当

初に施行決議を行い、また、支出予定総額を超

えることが見込まれる場合は、支出予定総額変

更の決議を得たうえで支出するべきである。 

ウ 予算の効力が生じた後に支出負担行為をす

るべきもの 

4 月 1 日付けで締結が必要な業務について、

予算の効力が生じる 4月 1 日より前に、契約の

締結等予算の執行を始めていた事例があった。 

（経営企画課、営業課、技術企画課、配水課、浄

水統括事務所、水質試験所、東部水道管理事務

所、北部水道管理事務所、西部水道管理事務所） 

自治法第 232 条の 3は「普通地方公共団体の

 

  年度替わりの事務処理に関して

各所属内で注意喚起を行った。 

（経営企画課、営業課、技術企画課、

配水課、浄水統括事務所、水質試験

所、東部水道管理事務所、北部水道

管理事務所、西部水道管理事務所） 

令和５年４月には各所属に対し

て通知を送付し注意喚起を行うと

 

措置方針 

(１) 年度当初又は期間当初に、定例的経費に

より当該年度中又は予定期間中（以下「期間中」

という。）に使用する予算額決定の決議（以下

「施行決議」という。）を決裁区分に基づき得

る。その際、期間中の総額が確定しているもの

については一般支出負担行為書、確定していな

いものについては支出予定書と見做した一般

支出負担行為書（以下これらを併せて「支出負

担行為書等」という。）を添付する。なお、支

出負担行為書等の起案年月日が施行決議と同

じである場合は、支出負担行為書等の決裁印は

省略することができる。また、歳計外現金（社

会保険料の本人負担分等）の場合は、支出負担

行為書等が出力できないため、歳計現金（事業

主負担分等）の施行決議と併せて得るものとす

る。 

(２) 施行決議における支出（予定）総額を超

過して支出することはできない。なお、支出（予

定）総額を超過することが見込まれる場合に

は、速やかに支出（予定）総額変更の決議を得

るなどの適切な措置を講じなければならない。 



 

令和４年度財務定期監査（監査対象：水道局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

支出の原因となるべき契約その他の行為（これ

を支出負担行為という。）は、法令又は予算の定

めるところに従い、これをしなければならな

い。」と定めている。また、財務会計事務の手引

き〔改訂第 13版〕では、「予算が議会の議決を

経て成立し，会計年度が到来してその効力が生

じると，具体的に予算の執行に入る。予算の執

行とは，予算に基づく地方公共団体の収入及び

支出を実行する一切の行為をいい，その行為は

法令等に定められた一定の手続に従って行わ

れる。予算の執行は，単に予算に定められた金

額を地方公共団体が収納し，又は支払うことの

みをいうのではなく，債務負担行為に基づく実

行を含めて，一般に契約の締結等の支出負担行

為の実行（支払義務の負担），地方債の発行，一

時借入金の借入れ，予算の流用，予備費の充用

も予算の執行である。」と説明している。 

さらに、令和 4年 2月に会計室会計課が所属

長宛てに発出した「年度替わりに伴う会計事務

の取扱い（通知）」（令和 4 年 2 月 28 日会会第

1388 号）には、「4 月 1 日付で締結が必要な契

約について、旧年度中に支出負担行為決議を取

得する場合」として以下のような例を挙げ、4月

1 日付けで施行することや新年度の体制で支出

負担行為を確認することとされている。 

ともに令和５年８月実施予定の自

主監査において確認を行う。 

（経営企画課） 



 

令和４年度財務定期監査（監査対象：水道局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

4 月１日付けで締結が必要な契約について

は、予算の効力が生じる 4 月１日を起案日とす

る支出負担行為をするか、旧年度中に作成した

ものについては新年度の体制で支出負担行為

の確認をするべきである。 

日付

(例) 

事務内容 使用システム 備考 

3/25 支出負担

行為の作

成 

財務会計 新年度でログイ

ン、起案日：4/１ 

※旧年度の起案

日は入力不可 

3/25 起案、回

議 

文書管理 起案日：3/25、旧

年度の簿冊を選

択、旧年度の文

書番号を取得、

旧年度の体制で

回議 

※新年度に施行

す る 文 書 の た

め、「取扱区分」

にチェックする 

3/30 決裁完了 文書管理 決裁日：3/30 

4/1 契約締結 -  

4/1 施行 文書管理 施行日：4/1 

※新年度の簿冊

を選びなおし施

行を行う 

※新年度の文書

として保存 

4/1 支出負担

行為の確

認 

- 

 

新 年 度 の 体 制

（所属長、予算

掌理課）で確認

印を押印する 

エ 長期継続契約において翌年度以降は年度当

初に支出負担行為をするべきもの 

長期継続契約として締結している本山浄水

場運転管理業務について、履行期間は令和 3年

  財務定期監査を受け、令和５年２

月８日に管理職会議を実施し、管理

職への説明・周知等を行い、令和５

年２月 10 日に局内各課に対して契

措置済 



 

令和４年度財務定期監査（監査対象：水道局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

4 月 1日～令和 6 年 3 月 31 日であるが、令和 4

年度当初に支出負担行為をしていなかった。     

（技術企画課） 

一般会計では、「神戸市長期継続契約を締結

することができる契約に関する条例」の事務取

扱い（令和 4年 3月 29 日改正）に、「契約の締

結に係る意思決定については、初年度に終了し

ているので、翌年度以降、契約の締結に係る決

裁を受ける必要はなく、また、契約の相手方と

翌年度以降、契約書を取り交わす必要もない

が、翌年度以降は、年度当初に当該年度中に使

用される予算の支出額の一般支出負担行為書

を作成し、支出担当者の決裁を得る必要があ

る。」と説明している。 

水道局においても、長期継続契約に係る財務

規程またはマニュアルを整理するとともに、同

契約について翌年度以降は、年度当初に当該年

度中に使用される予算の支出額を示して支出

負担行為をするべきである。 

約の自動更新条項や長期継続契約

の考え方について通知を行い、周知

を図った。 

また、研修を通して定着を図るな

ど再発防止に努める。（経営企画課） 

指摘及び局内通知を周知徹底す

るとともに、令和５年度について４

月に支出負担行為を行った。 

     （技術企画課） 

オ 取消しの会計伝票を作成するべきもの 

水道メーター検針・未納整理等業務の公募に

係る評価委員会（令和 3 年 4 月 22 日開催）の

外部評価委員 2名分の交通費 2,820 円を前渡金

支出する決裁を 4月 7 日に起案、同日に決裁、

4 月 12 日に施行した。しかし、前渡金支出する

前に対面開催からＷＥＢ開催へ変更となり、交

通費を支出する必要がなくなった。そのため、

財務会計システム上の支出取消を行い、一旦出

納審査を受けた支払伝票には取消しの印が押

されていたが、取消しの伝票は作成されておら

ず、支出決議を取り消す決裁を得ていなかっ

た。              （営業課） 

会計規程第 16条では、「過誤その他の理由に

より、会計伝票等の取消し又は訂正をするとき

は、所管課長、担当課長又は第 3類事業所長は、

直ちに取消し又は訂正の会計伝票等を作成し

なければならない。」と定めている。 

会計伝票等の取消しに際しては、支出決議を

 

  今後、支出決議の取消決裁につい

て、財務会計事務マニュアルとして

「財務会計の手引き」を策定し、そ

の中で取消決裁の必要性について

追記し、周知徹底する。 

新財務会計システム導入時には

操作手順を含めて記載を予定して

いる。 

加えて、研修を通して定着を図る

など再発防止に努める。 

（経営企画課） 

 

措置方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

取り消す決議を行い、取消しの会計伝票を作成

するべきである。 

カ 注文書を作成するべきもの 

店頭購入の方法により物品等の購入をして

いたが、販売店へ注文書を持参せず、また実際

の購入数量や見積金額等が確定した後、それら

を追記した注文書の送付もしていなかった。  

（北部水道管理事務所） 

専決調達事務処理マニュアル及びＱ＆Ａ（水

道局版）（以下「専決調達マニュアル」という。）

では、店頭購入の場合の事務処理について、以

下のように示している。 

専決調達マニュアルに沿って注文書を作成

 所属内で店頭購入時の事務処理

の周知を図った。 

（北部水道管理事務所） 

今後は専決調達事務処理マニュ

アル等を用いて、管理職・担当者に

対して、研修を行うことで注文書の

事前作成の徹底を図る。 

     （経営企画課） 

措置方針 

「店頭購入」のように現場等で見積提示があり、

その場で発注する場合や、発注する数量等が確

定しない場合の処理方法です。 

(ｱ) 注文書の作成(excel 版) 

作成の段階で記載できない項目がある場合は、

品目等その時点で判明している事項は全て記入

し、事前に決裁を得てください。 

(ｲ) 発注 

注文書（写し）を店舗等に持参して、店頭で物品

等を購入（又は役務の発注）してください。 

(ｳ) 注文書への追記 

注文書は，調達（発注）後に実際の購入数量、単

価や見積金額等を加筆し、所属長等による確認

日の記載及び確認印を得て、注文書は業者へＦ

ＡＸ等で送付してください。 

(ｵ) 要求決議書の作成・決裁 

調達（発注）後、財務会計システム_注文(専決契

約)により、｢要求決議書兼契約決議書｣を出力

し、所属長等の決裁を得てください。 

なお、水道局への業者登録がない場合は、電子決

裁により要求決議・支出決議を作成し決裁を得

てください。 



 

令和４年度財務定期監査（監査対象：水道局） 

 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

し、販売店へ送付するべきである。 

キ 出納審査資料を適正に取り扱うべきもの 

水道局では、定例的経費の支出に関する書類

として定例支出執行てん末書または支出経過

書を作成し、その業務に関する支出について、

起案年月日・支出金額・累計等を手書きで記載

し、予算執行を把握している。しかし、定例支

出執行てん末書に記載する伝票番号・支出金

額・累計額について、修正テープを利用して訂

正していた。         （経営企画課） 

会計規程第 15条第 4 項では、「会計伝票及び

会計取引に関連する書類の記載事項を訂正す

るときは、訂正箇所に訂正印を押さなければな

らない。」と定めている。 

定例支出執行てん末書は、出納で審査を受け

ている書類であり、会計取引に関連する書類と

するならば、伝票と同じく適正に取り扱い、訂

正する際には訂正箇所に訂正印を押すべきで

ある。 

  財務会計事務マニュアルとして

「財務会計の手引き」を策定し、そ

の中で訂正方法を追記する。加え

て、管理職・担当者に対して、研修

を行うことで注文書の事前作成の

徹底を図る。 

 

措置方針 

(2) 契約に関する事務 

ア 契約決裁に契約保証金の納付を免除する理

由を記載するべきもの 

契約保証金を免除できる理由が決裁に明記

されていないにもかかわらず、契約保証金が免

除されていた事例があった。 

(ア) 令和 3 年 5 月 26 日、水道事業の財務・会計

業務の再構築に係るＢＰＲ（業務改革）支援業

務委託契約を締結した。委託料は11,000,000円

であったが、委託契約約款第 3条に基づく契約

保証金は免除されていた。しかし、契約決裁に

免除する旨が記載されず、また、その判断の根

拠資料も保存されていなかった。（経営企画課） 

(イ) 令和 3 年 4 月 1 日、水道料金等のクレジッ

トカード決済に係るデータ処理業務委託契約

を締結した。委託料は 14,035,000 円だったが、

委託契約約款第3条に基づく契約保証金は免除

 

  財務定期監査を受け、委託契約書

様式の契約保証金欄に、「※神戸市

水道局契約規程第 21 条（契約保証

金の免除）に基づき契約保証金を免

除する場合は、免除すると判断した

根拠資料として、契約決裁に免除す

る理由を記載してください。」とし

て注意書きを付し、手続きの周知を

行った。  （経営企画課、営業課） 

 

措置済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

されていた。しかし、契約決裁に免除する旨が

記載されず、また、その判断の根拠資料も保存

されていなかった。       （営業課） 

神戸市水道局契約規程（以下「契約規程」と

いう。）第 21条では、契約金額が 1,000 万円未

満の契約をするときや、落札者が契約を履行し

ないこととなるおそれがないときなど、契約保

証金の納付を免除できる場合を限定列挙して

いる。また、行財政局契約監理課が作成した委

託契約に関する解説及び記載例（令和 4年 5月

～）の委託契約書頭書記載例では、「契約保証金

を免除する場合は『免除』、履行保証保険契約の

証書が提出された場合は『履行保証保険』のよ

うに記載する（免除理由の付記は不要）。また、

契約決裁においてその旨記載し、その判断の根

拠資料を文書で保存すること。」と解説してい

る。 

落札者（契約の相手方）が契約を履行しない

こととなるおそれがないと判断され、契約保証

金の納付を免除する理由があると認められる

場合は、契約決裁に免除する根拠規定（必要に

応じて理由）を記載し、その判断の根拠資料が

ある場合は当該資料を保存するべきである。 

イ 次年度以降にわたる契約を適正に行うべき

もの 

金融機関と締結したＷｅｂ口座振替契約受

付サービスの取扱業務に係る委託契約におい

て、有効期間は令和 3 年 10 月１日から１か年

とされ、「期間満了の 3 ヶ月前までに甲乙いず

れからも書面による別段の意思表示がない場

合は、期間満了の日から引き続き 1ヶ年有効と

し、以降も同様とする。」という自動更新条項が

付されていた。また、契約日が令和 3年 10 月 1

日であり、初回から年度をまたいだ契約となっ

ていた。                 （営業課） 

自治法第 232 条の 3 では、「普通地方公共団

体の支出の原因となるべき契約その他の行為

（これを支出負担行為という。）は、法令又は予

  財務定期監査を受け、令和５年２

月８日に管理職会議を実施し、管理

職への説明・周知等を行い、令和５

年２月 10 日に局内各課に対して複

数年度に渡り金銭の支出を伴う契

約について通知を行い、周知を図っ

た。       （経営企画課） 

毎年度、自動更新を継続する意思

決定の決裁を行うとともに、予算要

求時に債務負担行為の設定や長期

継続契約が必要か否かについて予

算査定時においても精査し、必要な

契約については、債務負担行為の設

定等を行う。     （営業課） 

措置方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

算の定めるところに従い、これをしなければな

らない。」と定めており、自治法第 214 条では債

務負担行為について、「歳出予算の金額、継続費

の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけ

るものを除くほか、普通地方公共団体が債務を

負担する行為をするには、予算で債務負担行為

として定めておかなければならない。」と定め

ている。 

また、自治法第 234 条の 3 では長期継続契約

について、「普通地方公共団体は、第 214 条の規

定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、

ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務

の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約

その他政令で定める契約を締結することがで

きる。この場合においては、各年度におけるこ

れらの経費の予算の範囲内においてその給付

を受けなければならない。」と定めている。 

さらに、行財政局長より局室区長宛に、「適正

な契約事務の徹底について（通知）」（平成 20年

10 月 14 日行行コ第 616 号）が発せられており、

この通知では会計年度独立の原則のもと、債務

負担行為の手続を経ていない場合や長期継続

契約の要件に該当していない場合には、年度を

超える契約はできないものとされている。 

①毎年、年度ごとに契約を締結するか、②債

務負担行為を設定したうえで複数年度契約と

するか、③長期継続契約の対象となるものにつ

いては複数年度で「翌年度以降において歳入歳

出予算の金額について減額又は削除があった

場合は、当該契約は解除する。」旨の条項を付し

て長期継続契約とするか、原則としていずれか

の方法によるべきである。 

ウ 契約に必要な書類を適正に徴取するべきも

の 

水道局が締結する契約において、入札、見積

り合せ、契約変更及び特命随意契約に関する事

務について、行財政局契約監理課へ委託してい

る。このうち特命随意契約については、契約金

  令和 4 年 12 月より、水道局の市

役所 4 号館から水道局総合庁舎へ

の移転に伴い、契約変更及び特命随

意契約事務については水道局が実

施している。 

これを機に、 

措置済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

額を決定するまでの事務を委託している。契約

監理課へ委託し締結した令和3年度の契約のう

ち、契約の相手方から徴取した見積書及び契約

書の手書き部分について、訂正の容易なボール

ペンを使用して作成されているものがあった。             

（経営企画課） 

契約規程第 14条、神戸市契約規則第 12条ど

ちらにおいても、無効の入札として「次の各号

のいずれかに該当する入札は、無効とする。」、

第 10号「鉛筆、シャープペンシルその他の訂正

の容易な筆記具により入札書に記入したとき」

と定めている。また、特命随意契約において徴

取した見積書の様式にも、無効となる見積もり

として「次の事項に該当する場合は、無効とな

りますので注意してください。」、「鉛筆、シャー

プペンシルその他訂正の容易な筆記具により

見積書に記入、又は筆記具による記載に代わる

シール貼付等があったとき」と記載されてい

る。 

水道局における今後の契約の締結にあたっ

ては、見積書や契約書等契約に必要な書類は適

正に徴取し、徴取にあたっては、他の注意事項

も含め厳正な確認をするべきである。 

(1)「契約の相手方」への見積書の

依頼文に訂正の容易なボールペン

を使用しないことを強調して明記

する。  

(2)「訂正の容易なボールペンの使

用は無効とする」旨を記載した見積

書を使用する。 

(3)見積書に記載された「契約の相

手方」「契約金額」に加え訂正の容

易なボールペンで書かれていない

か」を契約時の確認事項に加え、見

積書を徴取した際訂正の容易なボ

ールペンで書かれていないか特に

注意するよう徹底した。 

 

エ 委託契約書を適正に作成するべきもの 

機械警備業務、産業廃棄物収集・運搬及び処

分業務の委託契約において、契約書に委託契約

約款を付していなかった。 

（経営企画課、東部水道管理事務所、西部水

道管理事務所） 

神戸市水道局委託事務の執行の適正化に関

する要綱第 12条では、「委託契約については委

託契約書を作成しなければならない。委託契約

書は、委託契約約款を付して作成しなければな

らない。」と定めている。 

委託契約約款に規定のある条項について、契

約の相手方に対して遵守を求め、その状況を確

認する必要があることから、契約約款を付して

適正に契約書を作成するべきである。 

令和５年度契約に向けイントラ

上の最新の約款を用いるよう改め

て周知を行った。 

令和５年度契約では契約書に神

戸市契約約款を付して契約を行っ

た。 

 

措置済 
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オ 納期限を明記して契約締結を行い適正に納

品検査をするべきもの 

水道局北野会館の清掃等に使用するマット・

モップの賃貸借契約において、仕様書の業務内

容は、「北野会館にマット、モップを設置し、4

週間に一度取替するものとする。」と示されて

いるのみで、取替に関する納期限が明記されて

いなかった。また、令和 3 年 12 月 23 日の納品

に合わせて納品書を受領していたにもかかわ

らず、令和 4 年 1 月 12 日に同日受領の請求書

により納品検査を行っていた。 （経営企画課） 

契約規程第 26 条及び神戸市水道局物品賃貸

借契約約款第5条では延滞違約金について定め

ており、納期限が定かでないと、仮に納品遅延

があった場合、適正な違約金計算等の対応がで

きない。 

また、政府契約の支払遅延防止等に関する法

律第 5条第 1 項では、検査の時期について「相

手方から給付を終了した旨の通知を受けた日

から工事については 14 日、その他の給付につ

いては 10日以内の日としなければならない。」

と定めている。その手順として、専決調達マニ

ュアルの納品検査の項目には、「納品書の提出

があった後、速やかに検査員と立会人の 2 名以

上の複数職員により実施してください。」と示

されており、検査調書の作成の項目には、「受領

した納品書の余白に、検査合格日を記載し、物

品検収員及び立会人が検査印を押印してくだ

さい。」と示されている。 

納期限を明記して契約締結を行うとともに、

専決調達マニュアルに沿った納品検査を期限

内にするべきである。 

契約の相手方に対し納品スケジ

ュールを示し、契約上の期限を仕様

書に明記した。 

また、納品検査の手順適正化に向

けては専決調達マニュアルの手続

きについて、管理職・担当者に対し

て、研修を行うことで再発防止を図

る。 

 

措置方針 

(3) 財産管理に関する事務 

ア 小口現金を適正に管理するべきもの 

水道事業手許現金取扱規程に定める小口現

金の交付を受け、同規程第 10 条に定める使用

目的に沿って支払等の手続きをしているが、使

用した際の差引簿にあたる小口現金出納簿は

 

毎日始業時・終業時に複数の職員

による残高検算を行うとともに現

金等管理マニュアルの周知を図っ

た。    （西部水道管理事務所） 

小口現金の使用のある所属に対

 

措置方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

あるものの、常時保管現金としての始業時及び

終業時の残高検算をしていなかった。           

（西部水道管理事務所） 

現金等管理マニュアルには、「常時保管現金

については、毎日、原則として始業時・終業時

に複数の職員による残高検算を行うこと。」と

示されている。 

小口現金の使用時だけでなく、日々の残高検

算を行うべきである。 

し現金等管理マニュアルを用いて、

管理職・担当者に対して、研修を行

うことで再発防止を図る。 

（経営企画課） 

イ 過失修繕に係る債権の管理を適正に行うべ

きもの 

神戸市の債権の管理に関する事務処理は、神

戸市債権の管理に関する条例で定めており、債

権を適正に管理するため必要な台帳を整備す

ること（第 5条）や、履行期限までに履行しな

い場合は期限を指定して督促状を発して督促

しなければならないこと（第 6 条）等が定めら

れている。 

水道局が管理する債権について、財務会計シ

ステムにより出力された未収金等一覧表を確

認したところ、民間での工事（解体工事等）中

に、工事業者が水道管を破損させたことに伴

い、その工事業者に対して修繕実費相当分や出

動手当等を請求したもの（過失修繕）に対し、

納期限を過ぎても納付がなく未収のままとな

っているものがあった。 

調定年度 調定内容 件数 未収金額計 

令和 3 年度 過失修繕に

係るもの 

12 件 175,584 円 

令和 2 年度 過失修繕に

係るもの 

5 件 115,592 円 

平成 30 年度 過失修繕に

係るもの 

1 件 15,232 円 

これらの債権について、実査日当日状況を確

認したところ、相手方に督促状の送付等を行っ

ているものの、債権管理台帳を作成しておら

ず、債権管理に係る記録をしていない事例があ

債権管理については、令和５年度

より、毎月財務会計システムにより

出力された未収金等一覧表で未収

金の納入状況を確認するとともに

相手方の記録を行い、管理をしてい

る。 

台帳については、令和５年５月に

整備した。 

文書管理については、監査を受

け、同様の事例が起こらないよう公

文書管理について所属内で周知を

行った。 （西部水道管理事務所） 

  財務会計事務マニュアルとして

「財務会計の手引き」を策定し、そ

の中で債権管理について記載し周

知を図る。 

また、新財務会計システムでは、

履行期限を過ぎた債権等の未収情

報を関係者に日時で通知する機能

を検討する。   （経営企画課） 

措置方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

った。また、平成 30年度に調定した未収金があ

る 1 件について、精算書等の根拠となる文書を

保存期間の延長をせず廃棄していた。                

（西部水道管理事務所）                                      

これらの債権は民法第709条に基づき請求し

ている私債権であり、その他の債権も含め、時

効完成日までに納付がない場合は、債権放棄の

手続き後、不納欠損処理を行うこととなる。 

債権管理の適正化に向けて一定は取り組ん

でいるものの、債権放棄をするうえでは、相手

方の資産状況等調査を尽くし、債権管理台帳を

作成し督促等の時効中断事由や納付交渉の記

録をするなど債権管理を徹底するべきである。 

また、神戸市水道局公文書管理規程第 32 条

第 2 項では、「保存期間が満了した公文書につ

いて、職務の遂行上必要があると認めるとき

は、所管課長は、一定の期間を定めて当該保存

期間を延長することができる。」と定めている。 

未収金がある相手方に対しては、根拠となる

資料は適正に保存するべきである。 

(4) その他の事務 

ア 会計伝票等の作成及び審査を適正に行う

べきもの 

管理している公用車の法定点検費用を二重

に支払ったため、誤って支出した 47,564 円に

ついて支払先から返金を受けていた。原因とな

った 2件の支払伝票等を確認したところ、令和

4 年 3 月 2 日付けの請求書と、日付を誤って発

行された令和 3 年 3 月 2 日付けの請求書に対

し、同内容の支出決議がそれぞれ令和 4年 3月

2 日付けでされており、いずれの支出決議にも

令和 4 年 3 月 18 日付け出納の印が押され支出

されていた。 

（経営企画課、東部水道管理事務所） 

会計規程第 15 条第 1 項では、会計伝票等の

作成について、また、会計規程第 21条では、会

計伝票等の審査について、以下のように定めて

いる。 

 

令和５年４月、審査時において請

求内容と支払内容の確認を徹底す

るよう、経営企画課出納審査ライン

において注意喚起を行った。 

  なお、令和４年度より車両管理事

務は経営企画課で一括管理してお

り、点検車両の特定にあたっては

「点検予定表(エクセル)」を作成

し、点検の実施日を消し込むことで

重複した発注が発生しないような

仕組みへと改善した。また、履行後

の検査及び支払いにあたっては「発

注管理簿(エクセル)」を作成し、各

発注を消込していくため二重払い

が発生しない仕組みへと改善した。 

また、新財務会計システムでは、

年度内に同一債権者・同一金額にて

 

措置方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

支出担当課においては、証拠となるべき書類

に基づいて会計伝票等を作成するべきである。

また、審査担当課においては、根拠となる添付

書類との整合性を確認し、適正に審査をするべ

きである。 

特に、1件の事案に対し、2 件の施行決議及び

支出決議が回議されていることを支出担当課

も審査担当課も発見できなかった原因を究明

し、出納審査機能を強化することなど、組織と

してのチェック機能が有効に働く仕組みづく

りと再発防止策についても検討されたい。 

支出決議を発行する際に警告画面

を表示する機能を検討する。 

（経営企画課、東部水道管理事務所） 

（5）財務事務における内部統制体制を再構築し、

事務処理の適正化を図るべきもの 

今回の財務定期監査で指摘事項として挙げ

た事例のうち、複数の課に対し同様の改善を要

する事務処理が散見された。財務事務や庶務事

務に関する基礎的な知識を持たない職員もい

る。 

この一因として、水道局は公営企業会計が適

用されることから、一般会計とは異なる財務会

 

 

財務定期監査で複数課にわたっ

て指摘を受けた事項について、局内

各課に通知を発出し、事務の見直し

に取り組みを進めている。 

水道局における財務会計の事務

の流れを把握するための資料とし

て、水道局版の「財務会計の手引き」

 

 

措置方針 

第 15 条 所管課長、担当課長又は第 3 類事業所長

は、取引発生の都度、証拠となるべき書類に基づ

いて、速やかに会計伝票又は会計取引に関連する

書類を作成し、経営企画課長に送付しなければな

らない。 

（略） 

第 21 条 経営企画課長は、会計伝票等を審査し、

次の各号のいずれかに該当する場合は、所管課長、

担当課長又は第３類事業所長に会計伝票等を返さ

なければならない。 

(１) 会計伝票等の内容が事実と相違するとき。 

(２) 会計伝票等の内容に過誤があるとき。 

(３) 会計伝票等の内容が法令に違反するとき。 

(４) 会計伝票等の内容が不明瞭であるとき。 

(５) 会計伝票等の作成根拠が不明確であると

き。 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

計システムを導入しているものの、一般会計に

おける財務会計事務の手引きのような一連の

事務処理マニュアルが存在しないことが挙げ

られる。水道局の財務会計システムにはヘルプ

機能があるものの、このヘルプ機能はシステム

の操作手順しか掲載していないため、職員は前

任者による決裁等を踏襲するしかないと思わ

れる。 

さらに、一般会計の財務会計システムでは、

定例的経費の支出経過について支出命令書に

命令発行累計額が表示されるが、水道局の財務

会計システムでは、支払伝票に同様の命令発行

累計額を表示することはできず、支出経過の確

認について支出担当課で事業ごとに支出経過

書等により手書きで行われていた。このため、

書き損じや修正テープによる修正などがあっ

て非効率である。 

また、一般会計とは異なる規程またはマニュ

アルを定める必要があるもの、一般会計の規程

またはマニュアルを準用しているもの等、それ

ぞれの事務処理に、どの基準があてはまるのか

明確でないものもあった。     （経営企画課） 

今回の指摘事項を踏まえ、これまで十分にル

ールを理解しないまま事務を行なってきた職

員を含め、水道局職員全員が同じ基準で事務処

理ができるよう早急にマニュアル等を整備す

るとともに、既存のマニュアル等についても実

態に合わせて改訂するべきである。 

また、正しい事務処理が定着するには、担当

者のみならず、管理職に対しても、繰り返し研

修を実施する必要があり、継続して事務処理の

適正化を図るべきである。 

これまで幸いに大きな事故が発生しなかっ

たが、財務事務における内部統制体制の再構築

が必要であると考えられる。組織改正や人事異

動により、財務事務や庶務事務に習熟した職員

の各所属からの転出、または公営企業会計の知

識がない職員の転入等を想定し、業務の有効性

マニュアルの作成は必要不可欠で

あり、現在、作成中であり、順次イ

ントラネットにアップする。 

また、管理職や担当者が支出事務

や契約事務等をチェックする際に

確認ができるチェックリストを作

成し、イントラにアップするととも

に、各課に周知を図った。 

令和５年度には、管理職、担当者

にマニュアル等を使いながら定期

的な研修（管理職⇒担当者の順に実

施）を実施し、予算執行管理や支出

負担行為決議の必要性など、一般

的・基本的な事項について、改めて

理解を深める取り組みを進めてい

く。 

中長期には、財務会計システムに

ついてはリプレースを検討してお

り、令和５年度予算についても調査

費等を計上している。この中で、今

回の財務定期監査で指摘された事

項（支出負担行為決議がないなど）

について注意喚起やチェックでき

る機能等を追加することを検討し

ていく。 

水道局の財務会計システムのヘ

ルプ機能は、指摘のとおりシステム

の操作手順しか掲載しておらず、一

連の事務処理の流れがわからない

ため、新財務会計システムでは、一

連の財務会計事務の流れがわかる

よう、ヘルプ機能を改善する。 

あわせて、新財務会計システムで

は、定例的経費の支出に際して、支

出経過書を帳票として出力するよ

う機能を改善する。 

最後に、これらの監査の指摘を踏

まえ、会計審査等のチェック機能を
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

及び効率性、並びに財務報告の信頼性確保等を

目指して、財務事務における内部統制体制（統

制活動・ＩＣＴへの対応）を再構築する視点で

取り組まれたい。 

高め、申し上げた対策を強く進める

ことができるよう、人員配置による

体制強化を検討している。 

これらの取り組み等により、財務

事務の内部統制機能を再構築して

いく所存である。 （経営企画課） 

○ 意 見 

(1) 次年度以降にわたる契約について 

平成 27 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日

まで土地を借地し、年間 7,900 円を支払う用地

使用賃貸借契約について、契約書第 4 条第 3項

に「賃貸借期間満了日の 3 箇月前までに前項に

定める通知がない場合、本契約はさらに1箇年、

更新時に変更した事項を除きすべて本件契約

と同一条件で自動更新されるものとし、以後も

同様とする。」という自動更新条項が付されて

いた。                            

水道施設は一度設置すると継続的に使用す

ることが想定されており、契約期間終了ととも

に敷地内から水道設備の撤去を求められると、

その地域への給水ができなくなるという水道

事業の特殊性がある。そのため、土地の賃貸借

に係る契約に関しては、最適な期間で解除条項

を付した長期継続契約を締結するか、それが困

難な場合には、契約金額の総額を把握したうえ

で最適な期間における債務負担行為を設定す

るという取扱ができないか検討されたい。       

（経営企画課） 

 

 

財務定期監査を受け、本件を含め

自動更新条項が付されている借地

契約は、令和５年度予算から債務負

担行為を設定した。（経営企画課） 

 

措置済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 意  見 

(1) 製造・その他請負契約における業務責任者の

通知について 

  専決契約による製造・その他請負契約、委託

契約の各約款で規定されている業務責任者の

通知については、令和 4年度の自主監査の事務

チェックリスト（7-1専決調達、7-2委託契約）

への記載などにより、徐々に周知されていると

考えられる。しかし、行財政局契約監理課に要

求して行う経理契約（以下「経理契約」という。）

による製造・その他請負契約については、自主

監査の事務チェックリストにも掲載がなく、令

和 4年度財務定期監査（主として令和 3年度の

事務を対象として実施）においても、当該通知

を受けていない、または所管課から提出を求め

ていない事例が多数あった。 

＜事例＞ 

・○○総合管理システム保守点検業務（その他

請負契約） 

・重要文書等保管業務（その他請負契約） 

 

  業務責任者の選任と通知は、製造その他請負

契約約款第 19条及び委託契約約款第 14条に定

められており、適正な仕事の履行と受託者（請

負人）の独立性を確保するため、受託者（請負

人）は業務責任者を選任し、委託者（発注者）

にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面

により通知しなければならないとされている。

このため、少なくとも約款を添付した契約書を

作成する製造その他請負契約や委託契約につ

いては、業務責任者通知書の提出を受けなけれ

ばならない。 

  委託契約に関しては、令和 4年度より「委託

契約に関する解説及び記載例」に業務責任者通

知書についても記載されたことから、各所属の

理解も進んだものと考えられるが、製造その他

請負契約においては、「製造その他請負契約約

款の解説及び補足」（第 19条(業務責任者)）で

 

①所管課への周知 

  経理契約による製造・その他請負

契約の契約締結後に必要な手続き

等について、経理契約に関する基礎

実務研修レジュメ（物品等契約事

務）において周知すべく、令和 5年

4月上旬に更新作業を完了した。 

 

②事務チェックリストへの記載 

  自主監査の事務チェックリスト

への記載については、自主監査にお

けるチェックリストや点検項目が

多数ある中、新たなシートや項目を

追加するのではなく、契約実務者が

業務に着手する前に目を通す基礎

実務研修レジュメや仕様書の様式・

記入例へ記載することで周知徹底

を図る。 

 

①措置済 

 

 

 

 

 

 

 

②他の方法 

で対応 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

の説明にとどまっており、業務責任者通知に関

する記載がない。 

  その他請負契約（契約書を作成する契約）の

大部分が経理契約であることから、契約後に必

要な手続として、書面で業務責任者を通知する

ことや、対象となる契約の範囲等、取扱いを明

確にしたうえ、所管課に対して確実に通知が行

われるよう周知されたい。 

  また、行財政局行政管理課と調整のうえ、自

主監査の事務チェックリスト（7-4「検査（履行

確認）事務・小修繕随意契約・工事専決契約事

務」もしくは契約後の手続きに関するシート）

への業務責任者通知書の提出に関する記載に

ついても検討されたい。 

（行財政局契約監理課） 

 

(2) 納入期限を複数回指定している経理契約に

おける納入検査及び検査調書の作成について 

  納期限が複数回指定されている経理契約に

よる物品購入契約において、納入検査及び検査

調書を最終納入時にのみ作成していた事例が

あった。 

＜事例＞ ○○の購入（単価契約） 

  納期限 2 月 10 日、3 月 31 日、検査調書は

最終納品後、全納品分を対象に作成 

 

  契約書における仕様書では、納入期限は 2回、

各回の納入数量は概ね 5割ずつとし、具体的な

納入数は協議により指示することとなってお

り、12月 10日に発注した第 1回納入期限（2月

10日）納品分（7種類、計 18,719,800円）のう

ち、1種類、1,002,320円分については、納入前

に印字不良が発覚して再製造したため納期が

32日遅延していた。また、納品書は第 1回分と

最終納品分をまとめて作成して提出され、納入

検査及び検査調書を最終納入時にのみ作成し

ていた。このため、第 1回納入期限の納品分の

納入検査の内容を確認できず、納入延滞に伴う

  契約後の執行管理については、専

決調達事務処理と経理契約とに差

はなく、同様の手順で手続きするも

のであるため、「専決事務処理マニ

ュアル及びＱ＆Ａ」に記載の基本的

事項と同様、経理契約に係る基礎実

務研修レジュメ（物品等契約事務）

において周知すべく、令和 5年 4月

上旬に更新作業を完了した。 

措置済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

延滞違約金を徴収していなかった。 

 

  「専決調達事務処理マニュアル及びＱ＆Ａ

（令和 4 年 7 月）」では、「8 その他一般事項

に係るＱ＆Ａ」のＱ14・Ｑ15において、単価契

約にかかる記載があり、納品検査については

「納品検査は発注ごとに納品書（履行届）によ

って確認してください。」との記載があるが、以

上の内容は、経理契約についてもあてはまると

考えられる。 

  当該事例では、納入期限を 2回として区切っ

ていることから、1 回目期限の納入における納

入検査も必要となる。また、印字不良により一

部に当初納入期限を過ぎた納品があったとの

ことであり、納期限に変更がないことから、当

該遅延は契約規則第 33 条第 2 項に記載のある

「前項の場合において、検査その他本市の都合

によって経過した日数は、遅延日数に算入しな

い。」場合に該当しないのであれば、遅延日数分

（履行期限から納品日まで）の延滞違約金の徴

収が必要となる。 

  また、契約の履行上支障が生じた場合につい

ては、契約手続規程第 21 条第 3 項の規定によ

り、物品調達契約履行状況報告書を作成し、直

ちに契約監理課へ送付しなければならない。 

 

  契約監理課は、実態を把握したうえ、例えば、

契約原議の送付時や経理契約に関する通知な

どの機会に、検査は個別の納期ごとに行うこ

と、納期ごとの延滞違約金の徴収の考え方な

ど、工事請負契約以外の経理契約にかかる契約

後の必要な手続を周知徹底されたい。 

 （行財政局契約監理課） 

 

(3) 適正な文書管理のための簿冊の年度間綴替

えについて 

  令和 4年度財務定期監査の監査対象局におい

て横断的に、文書管理・電子決裁システムにお

① 文書詳細画面での簿冊表記に「簿

冊の年度」を追加し、承認や照会時

等において簿冊年度を確認できる

よう文書管理・電子決裁システムを

①措置方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

ける保存文書に関して、以下のような実例があ

った。 

ア 令和 3 年度、4 年度の契約決裁文書が、契

約日が 4月 1日であるにもかかわらず、施行

日はその前年度中（3 月）の日付または未入

力になっていた事例。 

イ 令和 4年 4月 1日契約の契約決裁文書が、

前年度（3 年度）の簿冊に綴られたままにな

っていた事例 

 

  アの事例に関しては、職員ハンドブック 11.6 

文書の施行では、「文書の施行とは、決裁権者の

決裁により確定した市の意思を文書によって

相手方に表示し、その効力を発生させる手続を

いう。」とされている。また、文書管理・電子決

裁システムよくある質問では、「決裁により行

った意思決定に効力を発生させる手続を施行

といいます。（略）本システムでは、この「施行」

処理日が、発送や契約などを行う日となりま

す。」とされている。 

  イの事例に関しては、公文書管理規程第 33条

では、「公文書の保存期間は、公文書の完結した

日の属する年度の翌年度の 4月 1日（保存期間

が 1年未満である公文書にあっては、当該公文

書の完結した日）から起算する。」とされてお

り、本来契約日の属する年度の簿冊に綴られる

ものが、その前年度の簿冊に綴られることによ

って、システム上、早期に廃棄されてしまうこ

とになる。 

 

  年度をまたがる文書の管理方法については、

令和 4年 2月 28日付会会第 1388号「年度替わ

りに伴う会計事務の取扱いについて (通知）」

（令和 3 年 2 月 26 日付会会第 1440 号も同内

容）で、周知されている。 

  また、年度をまたがる文書に係る文書管理・

電子決裁システム上の処理は、令和 4年 3月 16

日付企デ第 4575 号「年度替わりに伴う文書管

改修する。文書施行時に簿冊と施行

日の年度が異なる場合のエラー表

示については、警告扱いとなってい

るものをエラーとすることのほか、

表示内容についても検討を行う。 

 

② 令和 5 年度自主監査の際にはチ

ェックリストに当該項目を加える。 

 

 

 

 

 

 

②措置方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

理 ・電子決裁システムに係る手続について（依

頼）」（令和 3年 3月 16日付け企情第 4506号も

同趣旨の内容）別紙１（一部抜粋）で周知され

ている。 

 

  上記アの事例においては施行日を誤って入

力（未入力を含む）するとともに、年度替わり

に簿冊年度の綴替えを行わなかったことによ

り簿冊の年度を誤って保存していた。 

  しかも、上記イの事例においては、施行日を

4 月 1 日にしたとしても、簿冊は旧年度のまま

であり、さらに綴替えが必要となる。 

 

  文書を必要な期間確実に保存できるように

するために、上記のような通知は今後も必要だ

と考えるが、それだけでなく、ヒューマンエラ

ーによる影響が小さくなるよう、次のような対

応を行うことを検討されたい。 

① 文書管理・電子決裁システムにおいて、文

書の施行日が未入力の場合、または施行日が

決裁年度と異なる場合にわかりやすいエラ

ー表示とするなど、確実に入力させる仕組を

構築する。また、文書管理・電子決裁システ

ムの文書検索の結果表示画面において、現在

表示されていない簿冊の年度を表示し、簿冊

年度でも文書の検索ができるようにするな

ど、システムを改修することにより、簿冊年

度の綴替えがスムーズにできるように改修

する。 

② 自主監査の事務チェックリスト（10-1公文

書管理事務）に、例えば「旧年度中に決裁を

得た新年度施行文書の簿冊年度の綴替えが

確実に行われているか。」等のチェック項目

を加えることにより、各所属の簿冊年度の適

正な処理に向けた意識を高める。 

（企画調整局デジタル戦略部、行財政局業務改革

課） 

 


